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第２回脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会 

令和３年４月２８日 

 

 

【住宅生産課長】  お待たせいたしました。ただいまから第２回脱炭素社会に向けた住

宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会を開催させていただきます。 

 本日は、委員の皆様方には御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 私、事務局を務めさせていただきます国土交通省住宅局住宅生産課長の石坂でございま

す。よろしくお願いします。 

 この検討会はウェブ公開としているため、傍聴の方がおられますので、よろしくお願い

いたします。また、カメラ撮りにつきましては、冒頭から議事に入るまでとなっておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 本日、大森委員と諸富委員が御欠席の連絡をいただいております。田辺座長、竹内委員

が対面で御出席しています。そのほかの方々はウェブでの御出席ということでよろしくお

願いいたします。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第の配付資料を御覧いただき、

欠落等ございましたら、事務局までお申し出ください。よろしいでしょうか。 

 次に、本検討会では、ウェブで生中継し、資料及び議事内容については、国土交通省ホ

ームページ上で公開することとしておりますので、あらかじめ御了承ください。 

 委員の皆様にお願い申し上げます。御発言いただく際には、目の前にございますマイク

のスイッチをオンにしていただき、御発言の終了後はスイッチをオフにしていただきます

ようお願いいたします。ウェブ参加の委員の方におかれましては、御発言の際にマイクを

オンにして、御発言の終了後はミュートにしていただきますようお願いいたします。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、田辺座長にお願いしたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 また、マスコミのカメラ撮りにつきましては、ここまでとしていただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

【田辺座長】  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまから第２回脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり
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方検討会の議事を進めてまいります。 

 委員の皆様には、大変お忙しいところ本検討会に御出席いただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 本日の議事は、関係団体からのヒアリングです。９団体から順次ヒアリングを行いたい

と思っております。それぞれまず１０分で御説明いただき、その後、委員から御質問、御

意見を伺う予定でしたが、少し混乱するということもございまして、各団体９団体からの

プレゼンが終わった後に、まとめて質疑、御意見等をいただきたいと考えております。 

 御説明に関しては、９分で予鈴を、１０分で終わりの合図をいたしますので、時間厳守

でお願いいたします。 

 ３時間の長丁場になりますがぜひ皆様、活発な御議論をお願いしたいと思います。 

 それではまず、住宅生産団体連合会から御説明をお願いいたします。 

【住宅生産団体連合会】  よろしいでしょうか。住宅生産団体連合会住宅性能向上委員

会委員長の三浦でございます。よろしくお願いします。 

 次お願いします。住宅生産団体連合会は１９９２年に設立され、現在、９つの団体が会

員として参加しており、業界内の枠を超えて一体となって、住宅の質と住環境の向上のた

め活動を行っております。 

 次お願いします。最初に、本検討会における主な論点を示しておりますが、住宅におい

てはエネルギーの需要家側になりますので、現在共通的に用いている一次エネルギー消費

量の検討の際の指標として対策を進めております。 

 住団連では、国の政策を踏まえた取組を行っております。新築住宅の省エネ基準適合に

向けたボトムアップの取組、トップランナー制度や長期優良住宅の普及を通したトップア

ップ、既存住宅の省エネ改修の取組、そして、再生可能エネルギーの導入拡大については、

ＺＥＨ・ＬＣＣＭの普及、レジリエンスの強化・需要の最適化についても取り組んでおり

ます。 

 次です。ここからは、ヒアリング事項に沿って御説明してまいります。まずは４月施行

への対応状況についてです。 

 次お願いします。４月からの小規模住宅の建築士による省エネ性能説明義務化に向けて

は、一昨年、住団連にて省エネ基準適合に向けたロードマップを作成し、全ての住宅事業

者が省エネ基準に関する知識力・技術力を身につけ、省エネ基準への適合性を計算・評価

できるように取り組んでまいりました。 
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 次です。まだ始まったばかりで正確な実態を把握することは難しいのですが、団体会員

のハウスメーカー、工務店に対して行ったアンケート調査では、現時点では特に大きな問

題は顕在化しておりません。 

 次お願いします。建築主の意思確認や評価結果の説明まで、実物件ではまだ至っていな

いという回答が多いのですが、実際やった事例の中では、評価不要とされたケースはほと

んどなく、説明も問題なく終えたという回答が大半となっております。 

 次です。２番目、省エネ基準適合義務化への対応可能性と団体の取組についてです。 

 次です。住団連では、先ほどのロードマップに基づき、一般工務店向けの実践講習会の

開催や、消費者向けの啓発活動、特設サイトや省エネ計算支援のコンテンツ作成などを行

い、一般工務店を中心とした支援を行っているところでありますし、今後も継続してまい

ります。 

 次です。このような準備を通じて、適合義務化に向けた素地は整いつつあると感じてお

ります。一般工務店の省エネ評価の取組状況については、さらなる実態把握が必要です。

中小工務店に向けた省エネ基準適合やＺＥＨの検討、それにおける合理的な費用負担で委

託ができるようにする制度の整備が望まれます。 

 また、下の表、４月からの住宅建築物の規模に応じた規制措置ですが、義務づけの際に

は、規模や種類に応じて円滑に手続が行われる制度が必要と考えます。 

 次です。３番目、ＺＥＨ、ＬＣＣＭ住宅への取組。 

 次です。ＺＥＨ、ＬＣＣＭの供給実績については、住団連正会員のうち、９社のデータ

をお示ししています。新築戸建て住宅のうち注文住宅では既に５０％を超えており、また、

建売住宅についても、やや遅れてはいますが、ＺＥＨ比率は確実に上昇してきております。

一方で、ＬＣＣＭ住宅については、まだまだ実績が少ない状況にとどまっております。 

 次です。まず、ＺＥＨについては、一般工務店のＺＥＨ普及率向上のために、一般消費

者に向けたＺＥＨのメリットと認知度向上に向けた効果的なＰＲがまだできていないこと、

また、より高性能なＺＥＨへの移行においては、掛かり増し費用に対する消費者の負担感

があります。 

 ＬＣＣＭ住宅については、まず、基準達成に必要なＰＶの大容量搭載が、ＦＩＴ価格低

減、容量１０キロワット以上で自家消費率３割以上の要件等により難しくなっていること

と、住宅購入者のメリットや市場での適正な評価が不足していることが挙げられます。 

 再生可能エネルギーの導入拡大については、太陽光発電の買い取り価格の減少やシステ
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ム価格の下げ止まりなど、消費者がペイできない状況に対して余剰電力の有効な使い方が

示されておらず、自家消費を促すインセンティブの設定や住宅単体にとどまらない活用方

法の検討が必要と思われ、また、既存住宅への搭載率向上やＺＥＨ－Ｍ普及のためには、

発電効率の向上と軽量化を実現する次世代型太陽光発電の開発は必須と考えます。自家消

費のためには、家庭用蓄電システムの価格低減も必要です。 

 また、余剰電力の有効活用のためにも、ＩｏＴやＨＥＭＳを活用した最適制御が望まれ

ますが、現状の見える化にとどまらず、グリット間の連携のための標準化も課題となって

おります。 

 次です。ＰＶについては、会員団体のプレハブ建築協会のデータでは、新築戸建では、

ＺＥＨの影響もあり、戸当たり容量、供給率とも僅かに向上しております。集合住宅では、

買い取り価格の低下や卒ＦＩＴの影響もあり、供給率は降下。既存住宅では、顕著に設置

件数が減少しています。先ほど申し上げましたが、ＰＶの導入拡大においては、現状の各

課題が多く、最近取り上げられることの多い第三者所有モデルについて、住宅事業者とし

ては、建物保証や消費者の長期的な収益性を考慮すると、慎重にならざるを得ない側面は

あります。ＰＶの導入拡大に当たっては、インセンティブの働く強い支援策が必要と考え

ます。 

 次です。次、飛ばしてもらいます。 

 次お願いします。次のページをお願いします。もう一つ次のページをお願いします。４番

目、２０５０年カーボンニュートラルの達成に向け、中期的な２０３０年を見据えた取組

目標です。 

 次です。住団連としましては、エネルギー基本計画やロードマップフォローアップ委員

会で示されている２０３０年目標を目指して取り組んでおります。具体的には、新築戸建

住宅については、下の図にありますように、新築戸建住宅全体の設計一次エネルギー消費

量を合計した量を、基準一次エネルギー消費量の合計で除した際にＺＥＨ相当とする、集

合住宅では５０％以上削減するというものです。 

 次です。住宅業界としては、一般工務店、大手ハウスメーカーに関係なく、それぞれに

着工数を増加し普及率を上げていくこと、ＺＥＨ＋等のより性能の高いＺＥＨへの移行へ

推進していくことが向かうべき方向と考えます。 

 次です。２０５０年目標達成に向けては、既存住宅の断熱、省エネ改修が非常に重要と

なってくると認識しております。一般に、建築と比べリフォームは予算が限られるため、
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断熱・省エネ改修を主目的としたリフォームというのは少なく、他の目的の工事と併せて

御提案するのが一般的です。特に、全面改修により、現行基準やＺＥＨレベルに引き上げ

るというのは、費用面で現実的な話ではないと認識しております。 

 次です。そこで、部分的あるいは空間単位での改修も活用し、ストックの状態に応じた

省エネ改修の方針を示して推進することが重要です。現状では、既存住宅の診断法、部分

改修に対する評価法やガイドラインがなく、オーナーに改修の効果を十分にお伝えできて

いないという現状がございますので、現在、国土交通省で検討いただいている取組に期待

しているところでございます。 

 次です。竹内委員から事前に御質問があった次世代のための取組についてです。 

 次です。省エネ住宅、ＺＥＨ等の普及に取り組んでいることはもちろんですが、大きな

課題である余剰電力の有効活用についても、卒ＦＩＴ後の余剰電力をハウスメーカーが買

い取り、事業用電力として活用する等、非化石証書を活用した取組が始まっており、ＲＥ

１００に参加する企業も増えております。 

 次です。最後に、取組目標のために必要となる事項についてです。 

 次です。繰り返しになる部分もございますが、省エネルギーの深堀に向けては、４月か

らの省エネ説明義務化の状況や課題をしっかり把握しつつ、義務づけに向けた準備として、

省エネ計算に係る体制整備の支援策、合理的な手続の方策・体制整備が必要と考えます。

また、既存住宅についても、合理的な評価法と支援策が必要です。そして、消費者にメリ

ットを伝えられる省エネルギー性能の表示も必要と考えます。 

 再生可能エネルギーの導入拡大に向けては、ＺＥＨについては、数を増やす普及拡大の

促進策と、ＺＥＨ＋等、性能向上への誘導策が必要です。ＬＣＣＭ住宅の普及策、ＨＥＭ

Ｓ等のエネルギーマネジメントの促進、そして、住宅用太陽光発電設備については、余剰

電力の有効活用とセットで促進策を図るべきであり、ＦＩＴ要件の緩和や手続の簡略化、

そして、設置容量の積み増しや既存住宅への設置を促すインセンティブが働くような強い

支援策が必要と考えます。 

 以上、住団連の見解でございます。御清聴ありがとうございました。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 御意見、御質問に関しては、ヒアリング後にまとめてお願いしたいと思っております。 

 それでは、次に、全国建設労働組合総連合から御説明をお願いいたします。 

【全国建設労働組合総連合】  全国建設労働組合総連合で住宅対策部長を務めておりま
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す高橋健二です。本日、意見表明の機会をいただき、感謝申し上げます。 

 事前に配付をしております資料を御覧いただければと思います。１枚めくってください。 

 初めに、全国建設労働組合総連合、略称全建総連と呼ばれておりますが、組織概要につ

いて紹介をさせていただきます。全建総連は、昭和３５年に建設業従事者の産業別労働組

合として結成をされました。本年３月末現在、全国６２万９,０３６人が加入をしておりま

す。木造建築科を中心とした認定職業訓練校も運営し、若い大工の育成にも取り組みなが

ら、建設技能労働者の処遇改善を進めています。また、東日本大震災を契機に、ＪＢＮ・

全国工務店協会の皆様とも共同して、応急仮設木造住宅の建設事業等にも取り組んで、昨

年７月の熊本豪雨においても、６１２戸の仮設住宅を供給したところであります。 

 次のページをお願いします。全建総連は、木造住宅の主要な担い手である建築大工、そ

して、地域に根差した工務店の事業主・棟梁・親方が個人加入する団体であります。約６３万

人いる組合員のうち、１２万２,６７４人が建築大工及び造作大工であります。建築大工は、

２０１５年の国勢調査で約３５万人となっておりますので、全国の大工の３５％を組織し

ていることになります。建築設計、現場管理に従事する組合員も、２万５４４人加入をし

ております。その組織率は約２０％ということでございます。 

 次のページです。４月から施行された説明義務化についてであります。全建総連では、

オンライン講習受講の推進や、国土交通省が発行した資料等を関係する組合員に配布する

などして、組合員をサポートしてまいりました。 

 ４月７日に木造住宅設計施行委員会という会議を開催しましたが、説明義務化への対応

について、特段の意見は出されず、現時点で適切に実施されているものと思われます。し

かし、今後、課題が出てくる可能性はあります。なぜなら、コンスタントに新築を受注し

ていない工務店も少なからず存在しているからであります。ですので、団体として引き続

き情報発信を行い、適切な対応を促したいと考えています。 

 次のページです。これまでの取組について１つだけ紹介します。全建総連では、省エネ

ルギー基準適合義務化を見据えて、２０１２年度から２０１８年度にかけて実施をされた

住宅省エネルギー技術講習会の受講を全国的に推進してきました。実施団体の資料による

と、１３万人が受講しており、相当数の組合員が受講したものと思われます。 

 次のページです。省エネ基準適合義務化について、現場の組合員から出されている意見

について紹介をします。現行基準への適合義務化については、設計者・施工者とも問題な

いとの認識で一致しており、現場で施工する大工の技術にも問題はありませんが、現場の
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施工技術にはばらつきもあり、断熱性、機密性を確実に確保するための施工技術の習得を

徹底するためには、より実践的な講習が必要であるとの意見もあります。 

 また、現行の基準が強化をされると、一定のコストアップが想定をされます。小規模事

業者にとっては、価格競争力において不利な立場となる可能性も指摘できます。現状にお

いて経験不足の設計者・施工者が一定数存在していることは事実であり、年々二極化が鮮

明になっている感もあります。円滑な義務化に向けては、実技を含めた教育訓練が必要で

あると考えます。 

 次のページです。工務店のパートナーとして事業を行う設計者においては、省エネ計算

の掛かり増し費用を適切に請求できない可能性があります。慣例的に設計費用が建築費の

１０％程度と設定されているようなケースもあると聞いており、設計者の作業量が増えて

も、その費用を適切に請求できないということになります。既存住宅の改修時における省

エネ基準適合については、技術的・コスト的にも難しい問題もあり、慎重な議論が必要だ

と思います。 

 また、伝統工法による住宅の取扱いへの関心は強く、気候風土適応住宅の活用拡大が伝

統工法を守る上で必要になります。残念ながら、気候風土適応住宅の制度について、組合

員にほとんど認知をされていない状況があります。 

 次のページにまとめを記載しました。全建総連では、省エネ基準の適合義務化について、

その必要性を認識しているという立場です。適合義務化に向けては、混乱が生じないよう

２年程度の周知期間を設けるとともに、国だけではなく、都道府県を含めて、適切な支援

を講じるべきと認識しています。前回の鳥取県知事の健康省エネ住宅のお話を聞いて、地

域の取組の重要性を改めて強く感じたところであります。 

 次のページは、ＺＥＨについてです。ＺＥＨに取り組んでいる組合内の事業者はごく少

数です。組合員から寄せられている意見を幾つか資料に記載をしましたが、全建総連とし

て、まずは住宅の省エネ化、特に高気密・高断熱な躯体の設計・施工に注力すべきときと

考えており、太陽光パネルの設置については、地域性等も考慮して慎重に取り扱って、当

面は規制措置ではなく、誘導措置とすることを要望します。 

 次のページは、２０３０年を見据えた取組目標についてです。現時点においては目標設

定をしておりませんが、本検討会での議論、今後の政策的な動向を踏まえて、しっかりと

検討していきたいと考えています。 

 今後、住宅建築分野に限らず、多種多様なエネルギー施策の推進が必要となることから、



 -8- 

地域の建設業者と地方自治体が連携する体制整備が不可欠であると感じます。例えば、バ

イオマス発電に投資する仮称ＺＥＨファンドが各地につくられ、建築主が参加する仕組み

があると、電力の地産地消とともに、周辺の森林整備・森林再生が進んで、木造住宅建設

の基盤となる森林再生サイクルが整備をされます。 

 屋根に太陽光パネルを設置することが困難、または太陽光パネルの設置に不向きなエリ

アの建築主が共同出資できる仕組みとして、新しいＺＥＨの創造も可能だと思います。若

干遠回りのような気もしますが、地域特性を考慮した検討、地域主体の創エネ事業をつく

ることが、２０５０年の大目標を達成するかぎだと思います。 

 現在、輸入木材等の不足と価格高騰によって戸建住宅の上棟が延期されるなど、工務店

と建築主に深刻な影響が生じています。地域の木材流通を抜本的に改善するとともに、国

産材の活用促進を図り、木材自給率を向上させることが、カーボンニュートラルの実現に

つながっていくのではないでしょうか。 

 竹内委員より事前質問いただきました。日本の国土は３分の２が森林と、世界有数の資

源を持つ一方で、木材自給率は３０％台にとどまっています。私たち全建総連は、一貫し

て地域材の活用で元気な森林を取り戻そうと、組合員に呼びかけてまいりました。今後も、

地域の大工、工務店の国産材利用で地球温暖化の防止に貢献し、高気密・高断熱の施工を

担う大工の訓練にも力を発揮していきたいと考えています。今後、竹内先生からも、地球

温暖化防止に貢献するこれからの工務店像についてお話しいただく機会がつくれればと思

っております。どうぞよろしくお願いします。 

 最後のページになります。繰り返しになりますが、全建総連は適合義務化の必要性を認

識している立場から、次のような支援策が必要ではないかと考えております。中小零細工

務店と建築大工に対する支援では、より具体的かつ効率的な教育訓練の実施、可能であれ

ば、大工に対する実践的な実技訓練ができると、今後の高気密・高断熱の住宅供給の土台

になっていくと思います。また、気候風土適応住宅制度の拡大、省エネ改修に対する支援

措置の拡充が必要であるとも考えます。 

 設計事務所に対する支援でも、実践的な教育訓練の実施、審査・諸手続の簡略化も必要

であると思います。 

 建築主の理解とインセンティブについて、住宅ローン減税などの優遇措置の拡大で市場

の冷え込みを予防することが必要だと思います。 

 大きな基準強化の場合には、市場に流通している建材の状況や、工務店が実際に供給し
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ている住宅の仕様等を踏まえて、極端なコストアップが発生しないための対策を取ってい

ただくよう要望させていただきます。 

 以上、全建総連からの発言を終わります。本日はありがとうございました。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 御意見、御質問は、後ほどまとめて行わせていただきたいと思います。 

 次に、日本建設業連合会から御説明をお願いします。日建連に関しては、本日中途退席

をされないといけないということで、発表後に御意見、御質問を受けたいと思います。委

員の方で御質問、御意見などあるという方は、御準備いただいておけばよろしいと思いま

す。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

【日本建設業連合会】  日本建設業連合会から説明させていただきます。説明の機会を

いただき、ありがとうございます。 

 まず、地球温暖化防止のための活動と取組について触れさせていただきます。日建連と

して、環境自主行動計画第７版をこの５月に公表予定です。 

 次お願いいたします。４本柱の１つ、脱炭素の中で、ＺＥＢ／ＺＥＨの普及・促進、自

社オフィスビルの運用段階のＺＥＢ化等の推進、２０２５年度までに、新築する自社施設

のＺＥＢ化等の計画、設計・施工物件の運用段階のＣＯ２削減計画の策定などを記載してお

ります。 

 次お願いいたします。次に、日建連の確認申請建物のＢＥＩ値の分布について、これか

ら御説明いたします。２０２０年調査で調査しました２０１９年度の申請物件５２５件を

対象としております。 

 次お願いいたします。非住宅用途の合計で、工場等を除いております。モデル建物法の

計算物件が標準入力法に比べ圧倒的に多くなっています。ＢＥＩは０.４から１.０に分布

し、平均が０.７８、ＢＥＩ値０.６以下の物件比率は７％程度です。２０３０年に平均値

を０.６に上げていくのは、ハードルがまだ高い状況です。 

 次お願いいたします。用途別ですが、事務所は比較的省エネ性能の高い物件が多く、非

住宅全体を牽引しています。共同住宅は平均が０.８９と基準１.０に近く、稼働率大、給

湯大などの事情でハードルが高くなっております。 

 次お願いいたします。病院も平均が０.８９と基準１.０に近く、負荷が大きく稼働時間

が長いなどの事情でハードルが高くなっております。 
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 総じて、２０３０年に向けて基準引上げを行っていくことは必要と考えておりますが、

一律ではなく、共同住宅や病院などの用途によって実情を見ながら、また、経済的影響を

鑑み、段階的な改定を考えていただけるとありがたく存じます。 

 次お願いいたします。省エネ法改正後の基準値に対する削減率の推移を見ますと、

２０１３年からの７年間で、モデル建物法での削減率が５％前後、標準入力法での削減率

が１０％前後です。年率の削減率はモデル建物法で１％程度ですので、削減のスピード感

は、現在までのところあまりない状況です。 

 次お願いいたします。次に、ＢＥＩの頻度分布について、今年の４月に再調査を行いま

した。下のグラフでございます。複数年にわたり、ＢＥＩが０.７以下の物件にフォーカス

して調べたものです。ＢＥＩが０.５以下になると、７割以上の物件で再エネが導入されて

いるようです。意識の高い建築主によってＺＥＢが達成されている物件もありますが、全

体の中ではまだ一部にとどまっております。再エネ設備なしではＢＥＩ０.５をやや下回

る辺りが限界となっております。０.５以上の物件でも、再エネ設備も活用して達成してい

る物件も散見されます。 

 次お願いいたします。ＢＥＩ値とコストアップイメージを２軸にプロットしたグラフで

す。コストアップイメージとは、各社の標準的な仕様（平均０.７８程度）のコストに対す

る、設計した物件のコストアップイメージを尋ねたものです。新築物件におきましては、

ＢＥＩ＝０.６までのコストは０から１０％増と幅はあるものの、コスト増とならない物

件もございます。ＢＥＩ＝０.５までのコストは、数％から１０％の範囲となっております。

ＢＥＩ＝０.２５から０になりますと、コスト増は２０％にまで高くなり、実現件数が大き

く減っております。 

 一方、改修物件におきましては、新築の場合の総建築費に比べ、コスト（建築費）は６割

程度と抑えておりますが、新築物件に比べますと、省エネ対策部分には２倍以上のコスト

がかかっているというような状況となっております。 

 次お願いいたします。再エネに着目いたしますと、ＢＥＩ＝０から０.５の物件は、ほと

んどが太陽光発電等の再エネを導入し、中小規模物件が多くなっております。大規模建築

物は、ＺＥＢオリエンテッドまたはＺＥＢレディにとどまっています。大量の発電パネル

設置にはスペース上の限界がございます。ですので、大規模建築物でさらにランクの高い

ＺＥＢを増やすには、敷地外での発電パネル設置やグリーン電力の購入等が必須となりま

す。このことから、施設内の再エネ＋蓄電池、施設外の再エネ＋蓄電池への補助金拡充な
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どを御検討いただけるとありがたく思っております。 

 次お願いいたします。次に、日建連の設計したＺＥＢ建物の分布について御説明します。

現時点で、ＺＥＢレディ以上の物件が７７件プロットされております。 

 次お願いいたします。用途別に見ますと、事務所が多く、事務所でＺＥＢ性能の高い建

物が出現しています。 

 次お願いいたします。規模で見ますと、５,０００平米未満の規模でネットＺＥＢ、ニア

リーＺＥＢを達成している物件が多くあります。ＺＥＢレディは、規模を問わず多く存在

しております。 

 次お願いいたします。新築と改修に分けてみます。ＺＥＢレディ以上の物件７７件中、

改修が１０件ございます。改修ではコスト増が大きくなっています。一方で、建て替える

費用よりも４割程度削減し、コストダウンを図るメリットもございます。リニューアルＺ

ＥＢ推進のためのオーナー・テナント居住者への補助金制度の新設などを考えていただき

たく、ここに記載しております。 

 次お願いいたします。共同住宅です。共同住宅のＺＥＨ－Ｍはオリエンテッドがほとん

どで、太陽光発電を備えたものは３件と少なくなっています。大規模な共同住宅物件にお

いては、住戸数が多いのに太陽光発電の設置面積が限られています。今後、住宅の適合義

務化に向けた申請・検査時の負担に関する考慮、共同住宅における太陽光発電売電の扱い

などについて、協議の場を設けていただければと思っております。 

 次お願いいたします。最後に、ＺＥＢを推進していくためにお願いしたい方策を挙げさ

せていただきます。１つ目に、非住宅系の建材・設備メーカーの次世代省エネ製品の製造・

調達への誘導をお願いしたく、代表的な製品項目の、製品イメージの例と、具体的な課題

の例を記載させていただきました。詳細は表を御覧いただければと思います。 

 ２つ目に、ストック改修につきましては、民間施設への補助金メニューが十分でなく、

建築主に提案しにくい状況で、ハードルが高く、補助事業項目の拡大、額の拡大をお願い

できればと思います。 

 ３つ目に、ＺＥＢの認証を取得して竣工したＺＥＢに対して、法人税、固定資産税の税

制優遇を考えていただけないかと思います。 

 ４つ目に、補助金手続の簡略化についてです。現状の補助金取得は作業量が多く、ＺＥ

Ｈや小規模ＺＥＢで実施されているような簡略対応、必要書類の簡略化などを考えていた

だけないかと思っております。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

【田辺座長】  ありがとうございました。 

 日建連様、１５時まではまでは在席していただける予定でございます。それから、平井

知事が御公務の関係で、１４時３０分ぐらいに一度切って、御質問、御意見を知事にはい

ただきたいと思っております。その関係で、日建連様、３時までいらっしゃいますので、

こちらで御意見、御質問を、知事、お願いできればと思います。 

 それでは、ただいまの説明について、委員の皆様から御意見、御質問あれば伺いたいと

思います。いかがでしょうか。「手を挙げる」機能で手を挙げていただければと思います。

いかがでしょうか。 

 どなたか手が挙がっている委員の方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。 

【日本建設業連合会】  ちょっと補足をお願いします。すみません。日建連でございま

す。質問の代わりにちょっと補足がありますので、もしよろしければ。 

【田辺座長】  お願いいたします。 

【日本建設業連合会】  よろしいでしょうか。常務理事の渡辺です。脱炭素社会に向け

まして、太陽光発電を義務化しようという議論がなされていると聞いております。また最

近、外壁の太陽光パネルも開発されているということもありますと、建物外壁にも太陽光

パネル設置を義務化するということも議論の対象になるのではというふうに思われますが、

壁面パネルの義務化については課題が多いというふうに感じております。 

 具体的には、例えば、南面での外壁での発電量は、屋上の６割程度というふうに聞いて

おります。また、隣の建物の陰となるなど、実際にはさらに悪い条件というのがあり得ま

す。これだけではなく、風圧にどう耐えるか、それからメンテナンスや取替えなど、技術

上の課題も多くて、そのための技術開発も必要になってまいりますし、コストが屋上より

はるかに高まるということが予想されます。 

 以上を御勘案いただいて、壁面への太陽光パネルの取付けの義務化については、慎重な

御議論をお願いしたいというふうに存じます。 

 私からは以上です。 

【田辺座長】  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様、御質問、御意見はございますか。 

 清家委員、お願いいたします。 

【清家委員】  清家です。屋上は技術的にはできるのですかというのと、恐らくオフィ
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スビルとか多層階のものだと、つけても効果がないから今のところつけないというお話だ

と思いますが、もし非住宅あるいは共同住宅でも多層階の屋上につけるのが義務化、ある

いはそういう議論がされたときには、それは技術的には問題ないということでよろしいの

でしょうか。 

【日本建設業連合会】  続けて。屋上、高層になればなるほど、非常に条件が不利にな

りますし、それから、メンテナンス等々を考えても、なかなかつけた後のことを考えます

と課題は多いと。したがいまして、まだまだそういうことを考えて、逆にそれほど屋上に

全面的に太陽光パネルをつけるということは進んでいないと考えます。これは今後の技術

開発にもよりますが、風圧の強さ等は、これは自然のそこで変わりませんので、なかなか

ブレークスルーは難しいのではないかというのが個人的な見解でございます。 

【清家委員】  ありがとうございます。技術的には可能ということですね。課題はある

が、可能といえば可能ということだというふうに私は解釈しました。ありがとうございま

す。 

【田辺座長】  ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【有田委員】  質問があります。有田です。 

【田辺座長】  お願いいたします。 

【有田委員】  同様に太陽光パネルの件ですが、ドイツなどではビルの壁など、ガラス

部分に太陽光パネルを既につけているということや、それから、集合住宅のベランダに斜

めにつけている太陽光パネルなども何か所かで見てきました。 

 また、実は主婦連合会のビルの屋上、９階建てですが、その屋上には太陽光パネルをつ

けておりますし、例えば、省庁でも、私が実際に見たところでは、農水省の屋上には太陽

光パネルが設置されております。屋上に普通に登っていけば、別にメンテナンスはそれほ

ど難しくはないと思うのですが、どういう屋上を考えられているのか、確認させていただ

きたいと思いました。 

【日本建設業連合会】  日建連からお答えいたします。屋上につきましては、面積をい

かに取れるかということが課題だと思います。その面積を確保した上で、既存の架台に既

存のパネルをつけるということが可能ですので、コストアップの範囲はその程度で済むの

ではないかと思います。 

 一方、壁面につけるということになりますと、堅固に取り付けたり、耐風性能に気を遣
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ったり、それから、デザインということも要素として絡んでまいりますので、複雑になる。

コストが屋上に比べてかかる方向に行くということを、先ほどまとめて説明させていただ

きました。 

【有田委員】  ありがとうございました。 

【田辺座長】  ありがとうございました。 

 それでは、またこれ以降に届きました御意見、御質問に関しては、日建連に後ほどお伝

えするようにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次に、不動産協会から御説明をお願いいたします。 

【不動産協会】  不動産協会の竹内と申します。それでは、早速内容に入らせていただ

きます。 

 ２ページ目３ページ目については、概要等になりますので、割愛をさせていただきます。 

 続いて、５ページ、お願いいたします。まずは現状認識と当協会のスタンスを３点挙げ

ております。１つ目として、国の環境目標の上方修正に即して、業界における取組の加速

が必須と認識しております。２点目、現在議論されている住宅・建築物の規制、基準緩和

目標については、マーケットに受け入れられる合理的な範囲において真摯に協力させてい

ただきます。３つ目、当協会の役割は、中長期で残る建物を供給する立場として、省エネ

及び脱炭素化の積極的な推進はもちろんのこと、お客様に対する商品性・居住性の向上と

事業性の確保、この３要素を同時実現することが必要であると考えております。 

 続いて６ページをお願いいたします。続いては、包括的な要望を５点挙げております。

①住宅・建築物等に対する規制・基準等の政策については、それが実質的に脱炭素社会の

実現につながるという根拠や道筋を共有した上での議論をいただき、加速につなげていき

たいと考えております。 

 ②当協会の会員企業では既に多くの積極的なチャレンジをしておりますが、今後も是非

その挑戦意欲をそぐことがないよう、機動的で即時的な規制緩和・予算確保等の様々な支

援が必要不可欠と考えております。 

 ③脱炭素社会の実現には、省エネに取り組むことはもちろん、再エネの導入・活用も加

速が必須と考えておりますが、新築建物単体での再エネ活用には限界もございますので、

省エネと再エネの両立について、前例にとらわれない方向性が示されることを切に願って

おります。 

 ④国土交通省発出の資料でも、省エネ性能の低い既存ストックが最大の課題であること
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は歴然としておりまして、我々のような新規開発を、生業とする事業者にとっては、超え

られない財産権というところもございますので、ぜひ国としての強力な施策をお願いいた

します。 

 ⑤当業界の原動力は、紛れもなく消費者や市場における脱炭素へ向けた取組への共感・

評価となります。その原動力を高め、脱炭素が当たり前というところを醸成すべく、消費

者へのインセンティブや啓蒙活動の強化をお願いいたします。 

 次ページをお願いいたします。ここからは、２０５０年に向けた当協会のビジョンと

２０３０年取組目標となります。事前に共通質問としていただいた、当協会で地球温暖化

のために行っている活動についても含めてお話しさせていただきます。当協会では、

２０１３年に不動産業環境実行計画を策定し、協会としての環境行動目標を掲げて推進し

てまいりましたが、今般２０２１年４月に、２０５０年脱炭素社会実現に向けた不動産業

貢献の方向性として、長期ビジョンを新たに策定、公表いたしました。 

 また、これに伴い、主に新築オフィスと新築分譲マンションの環境行動目標を定めた不

動産業環境実行計画も２０３０年の中期に向けて全面的に改定を行い、今後も積極的に取

り組んでいく所存でございます。 

 次ページをお願いします。こちらは、排出量削減対策を不動産業に落とし込んだ場合の

フロー図になります。段階ごとに記載がありますが、下部の赤字のとおり、この段階は優

先順位ではなく、これらの総動員での対応が必要であるということを示しております。 

 次ページをお願いします。こちらは参考になりますが、前ページの各削減対策の効果、

試算、推計を事務所ビルに当てはめて図式化したものとなります。 

 次ページをお願いします。次に、サプライチェーンに応じた環境行動目標となります。

当協会の会員企業が自主的・主体的に取り組むべき段階としては、まずは設計・企画段階

でして、その他の段階については、当協会が中心となって、ステークホルダーと連携して

貢献していくことを主としております。 

 次ページをお願いします。こちらは、前ページの貢献手段をより具体例として示したも

のになります。赤字が、脱炭素化に向けて主導的に取り組み得る貢献手段として示してお

ります。なお、運用欄の下部の囲みで取り上げた既存ストックの対応については、後ほど

触れさせていただきます。 

 次ページ、１４ページをお願いします。こちらが、２０３０年に向けた目標となります。

大きく２つ、新築オフィスと新築分譲マンションに対して、それぞれ２０３０年に向けた
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国としてのＺＥＢ、ＺＥＨの目標を意識した形で、新築オフィスに関しては、２０３０年

時点で、新築平均でＢＥＩ６０％以下の実現を目指すとしています。また、新築分譲マン

ションにおいては、２０３０年をめどに全ての新築でＺＥＨ－Ｍオリエンテッドを目指す

としております。なお、上記はいずれも我々の意気込みだけでは非常に高いハードルの水

準となりますので、様々な支援策、ステークホルダーとの協力を前提としております。 

 １５ページをお願いいたします。冒頭の包括要望でも、既存ストック対策の必要性と難

易度には触れましたが、分譲済み住宅には財産権が所有者にありまして、中段に記載の合

意形成の難易度、対策コスト、省エネ改修の意向喚起等、我々デベロッパーでは少し手の

及びにくい部分もございます。そのため、対応方針としては、保有ビルであれば、ライフ

サイクルに応じた適切な改修、更新の実行を行いつつ、共同住宅であれば、管理会社等へ

の大規模修繕に合わせた提案の誘導をすることを想定しております。 

 １６ページをお願いいたします。ここから省エネ・脱炭素関連の取組状況と要望に触れ

させていただきます。 

 １７ページをお願いします。先般公表された住生活基本計画における脱炭素関連の項目

に対して、課題、要望事項という形で整理をしております。主に右側の要望事項を中心に

触れさせていただきます。１番目の長期優良については、取組自体のハードルが高い状況

ですので、御検討いただいている普及促進に向けた認定基準の合理化と、脱炭素への貢献

評価の確立、こちらをお願いしたいと思います。 

 ＺＥＨについては後述いたします。３番目の省エネ基準の義務づけについても後ほど改

めて触れます。 

 ４番目のＥＶ充電設備ですが、ＥＶ自体の普及次第ではありますが、充電をどこで何時

間行うのか、設置スペースはあるのか、機器費用は等の支援、規制緩和をお願いいたしま

す。 

 ５番目の木材活用になりますが、既にＣＬＴの新ロードマップ作成にも協力しています

が、普及促進につながるトータルコストの広範な認知、普及や、企業宛ての脱炭素方法の

啓蒙、円滑な評価提示として事例を示した消費者への啓蒙が必須になります。 

 ６番目、省エネ取組の公表制度ですが、制度への参画事業者の高いレベルでの取組が正

しい形で消費者に伝わり、参画事業者の勢いをそぐような複雑な対応が生じないような制

度設計をお願いいたします。 

 １８ページをお願いいたします。ＺＥＨ－ＭとＺＥＢの取組になります。ＺＥＨ－Ｍの
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件数は右記のとおり、高層以上の採択件数はほぼ当協会の会員物件が占めております。取

組自体は高まってきておりますが、制度的な課題や取組効果が見えづらい点から、まだま

だ取組姿勢には差異がございます。 

 ＺＥＢについては、極めて少ない状況でございます。主には、省エネ、創エネに対する

要件充足の難しさ及び対応コストの面に課題があると考えております。 

 １９ページをお願いします。ＺＥＨ－Ｍ、ＺＥＢの取組を促進する上での課題と要望を

列記しております。まずは、公募検討物件の拡大に向けて、事業スケジュールと公募期間

との整合に課題がありますので、公募期間の通年化をお願いしたいです。 

 ２つ目、採択基準と３つ目の補助枠はほぼ同様の課題ですが、実証事業を前提としてＺ

ＥＨ－Ｍが求める基準を充足しているのにもかかわらず、計画確定後に非採択となること

は、デベロッパーにとっては事業上大きなリスクと考えております。今後は、チャレンジ

する物件も増えるということが想定されますので、このようなことが妨げにならないよう

に、採択基準の明確化と既存充足物件の全数採択、補助予算の継続的な確保はぜひお願い

したいと思います。 

 ＺＥＢについての課題は、要件はもちろん、先進的な省エネ技術の計算評価の柔軟な組

入れ等を要望させていただきます。 

 共通として、今後より高いレベルのＺＥＨ－Ｍ、ＺＥＢを実現するには、再エネ、創エ

ネが必要になりますが、オンサイト調達だけでは創エネに限界もありますので、オフサイ

ト調達の議論もお願いします。 

 また、本制度に対するステークホルダーの動機醸成に向けた支援、啓蒙の強化は重要で

あると考えていまして、ＺＥＨ－Ｍ、ＺＥＢの要件、基準がマーケットニーズと整合した

制度設計をお願いいたします。 

 ２０ページをお願いします。２０ページは、省エネ基準適合強化に対するスタンスを改

めて記載しておりますが、その強化が脱炭素社会の実現につながる合理的で納得度のある

手段であれば、積極的に協力をしたいと思います。 

 下記に課題と要望を記載しておりますが、主には省エネ計算の合理化と、事業スケジュ

ールに影響を及ぼさない手続・審査の簡素化に集約されます。 

 ２１ページをお願いします。最終２１ページになりますが、その他の課題と要望を整理

しております。１つ目は、再エネの利活用でして、当業界はエネルギーの需要サイドにな

ります。冒頭にも、脱炭素社会実現には再エネの活用が不可欠であるということは言及い
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たしましたが、再エネ需給バランスの政策的なコントロールや、再エネのオフサイト調達

の評価適正化が進めば、各企業の再エネ活用の後押しになるというふうに考えております。 

 ２つ目が、省エネや脱炭素につながる設備・建材について、現状も各メーカーにおいて

大変な御尽力をいただいていると思いますが、さらなる高効率化、量産化、低コスト化に

向けた、より一層の開発支援をお願いいたします。 

 また、個人、デベロッパーにおける高効率、省エネ建材の採用支援も併せてお願いいた

します。 

 最後に、太陽光パネルにつきまして、こちら、設置自体を当然否定するものではござい

ませんが、事実として、共同住宅やオフィスビルでは屋上等の設置面積にも限界があり、

低層物件以外では、全体使用エネルギー規模に比して送電容量が限定的となるということ

は御承知のことと存じます。 

 そのため、仮に設置義務化を検討されるに際しては、消費者、事業者の設置意欲向上や、

設置、運用、交換時の負担軽減につながる支援の強化をしていただくとともに、法規制の

緩和、軽量化、省コスト化に向けた新技術の開発支援、公共建築物への積極的な設置推進

による有効性の検証、こちらも併せてお願いしたいと思います。 

 当協会からの説明は以上となります。御清聴ありがとうございました。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 質疑については、まとめて行わせていただきたいと思います。 

 それでは、次に、全国住宅産業協会から御説明をお願いいたします。 

【全国住宅産業協会】  お世話になっております。私は、全国住宅産業協会で戸建住宅

委員長を務めております山田と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 ２ページ目を御覧ください。中堅企業を中心に、全国で約１,７００社の会員を擁する団

体です。会員の主たる事業は、マンション分譲、戸建て分譲をはじめとして、不動産仲介、

事業用地の供給、住宅管理など様々であることが特徴です。 

 次に、３ページ目を御覧ください。本日の説明のあらましです。書いてあります事項に

沿って、課題と対策、要望等について説明いたします。会員数社の現場に詳しい担当者か

ら聞いた話を基にまとめたものです。その意味で、資料の内容は、当協会の機関決定等の

正式手続を経たものでないことを御承知おきください。 

 本日は、戸建て分譲住宅、マンション分譲住宅を供給しております会員企業から、松原

さんと梶河さんにも同席していただいており、後ほどいただく御質問の内容に応じて説明
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させていただきます。 

 会員企業が供給する住宅は、一次取得者向けのものが多いことから、購入者の所得、住

宅価格が比較的低い場合が多いです。このような住宅の場合には、省エネに要する費用が

住宅価格に対して相対的に高くなるので、省エネ基準に対する費用増の抵抗感が大きい傾

向があります。省エネの必要性を十分に理解してもらうとともに、省エネ化が冷え性対策

など、健康増進の点でも有効であることや、光熱費の節約など、経済性の点でも効果があ

ることを強く訴えることが不可欠です。 

 また、省エネ義務化は時代の趨勢ではありますが、準備もあるため、段階的に進めてい

ただきたいです。それを後押しする支援措置が必要であるとともに、制度を分かりやすく

することも不可欠です。 

 特にＺＥＨについては、費用負担が大きな課題です。早急に義務化するのではなく、ま

ずは太陽光発電設備の技術開発を進めるのと、助成による一層の誘導が必要と思います。

省エネに関する制度は複雑多岐になっており、事業者は理解するのが大変です。計算手法、

諸制度の統合整備、手続の簡素合理化が不可欠です。 

 続きまして、竹内委員様よりいただきました質問事項に関して説明いたします。当団体

の地球温暖化防止の活動状況、取組姿勢についてです。トップランナー制度に対応するた

めに、会員企業を集めた検討会を開催し、国土交通省様から指導を受けて、要望を行って

きたことはありますが、当協会として地球温暖化に組織的に積極的な取組を展開してきて

はおりません。ＬＣＣＭ、ＢＥＬＳに取り組んでいる会員はあまりないと思われます。

２０５０年カーボンニュートラルが打ち出されたことを受け、今後は適切に対応していか

なければならないと思っております。 

 次に、４ページ目を御覧ください。適合義務化についてです。まず、課題です。２０３０年

までに新築住宅の平均でＺＥＨ基準、２０５０年までにカーボンニュートラルの目標が先

に設定されましたが、住宅の省エネルギーについて、ロードマップが明確でありません。

また、現状は、住宅の省エネルギーに関する制度がたくさんあり、制度の改正・追加によ

り、一層複雑になり過ぎて、理解するのが困難です。 

 さらに今後、既存住宅の省エネ化も進められることになりますが、既存住宅については、

省エネ基準適合にすることが容易ではありません。周到に道筋を検討する必要があります。 

 対策です。まず、２０３０年に向けて工程表を早急に策定し、国民への周知を徹底する

必要があります。その際、複雑な住宅省エネ制度を整理統合し、簡素にしていただきたい
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です。 

 また、混乱を避けるために、本年４月施行の小規模住宅の説明義務の定着状況を踏まえ

て、省エネ基準適合義務化に移行するなど、段階的に進めていただきたいです。 

 さらに、今後、省エネ基準の強化を進めるに際しては、事業者によって対応できる力が

異なるため、十分な検討、配慮をお願いいたします。 

 続きまして、５ページ目です。省エネの理解向上と助成です。課題としましては、住宅

における省エネルギーの重要性、必要性についての理解が進んでおりません。一つの原因

として、多くの制度があり過ぎて理解できないというのがあります。多くの場合、毎年の

光熱費の節約額を説明しても、将来の節約より今払う購入価格が下がることに関心が行き

がちです。賃貸住宅の場合は、家主は家賃の値上げにより空室が出ることを危惧します。

賃借人が省エネ対策に応じた家賃の設定について理解されることが不可欠です。 

 対策についてです。住宅の省エネルギー消費の実態と対策の必要性、効能について、消

費者に分かりやすく説明し、広報していただきたいです。住宅省エネにより社会・環境問

題に貢献しているということだけでなく、室内温熱環境の整備が、ヒートショック対策な

ど健康寿命の延伸、子供や女性の冷え性解消などに寄与する、将来にわたって光熱費等で

経済的であることを広く知らせていただきたいです。 

 また、理解を広げるために、住宅省エネに関する諸制度を簡素化し、分かりやすいもの

にしていただきたいです。 

 併せて、省エネ対応のための追加費用を軽減するための税制、融資、補助金、容積率緩

和など、助成支援措置を充実させることを希望いたします。 

 続いて６ページ目です。ＺＥＨ等についてです。課題としまして、低価格の住宅購入者

にとっては、ＺＥＨに要する追加費用が相対的に高いものとなり、負担感が多くなります。 

 また、床暖房は非常に人気のある設備ですが、採用するとゼロ・エネルギーを達成する

のが困難になるという問題があります。 

 太陽光発電設備の耐用年数は実際何年なのか不明です。メンテナンスにどれぐらいかか

るかは消費者にとっても不安要素です。事業者にとっては、引渡し後のアフターサービス

も大きな問題です。 

 都心の戸建て住宅の場合、周囲の建物に日光が遮られ日照時間が短い、日影規制などに

より高さが制限される等の理由で、十分な太陽光発電設備を屋根に設けることができませ

ん。マンションの場合、屋上への設置だけでは、十分な創エネが不可能です。さらに緑化
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規制、駐車場設置義務により、敷地、屋上の空きスペースが縮減します。 

 賃貸住宅の場合、ＺＥＨに要する費用は、賃料引上げにつながります。 

 対策です。太陽光発電設備の早期の義務化は対応が困難であり、適合基準の義務化等の

状況を見ながら段階的に規制強化すべきです。太陽光パネルの発電効率が上がるまでは、

義務化は待っていただきたいです。 

 太陽光発電施設の機能向上・設置、維持管理の円滑化のための技術革新の推進をしてい

ただきたいです。立地、建物の形状による発電への制約を解消するには、太陽光パネルの

建築物の高さへの不算入、緑化や駐車場設置の義務づけの緩和、防水シートを保護するた

めの追加工事の負担の補助をしていただきたいです。 

 続きまして、７ページです。省エネ性能等の計算についてです。省エネの計算を外注す

る場合を含めて、設計時の労力とコストの増が大変です。特にマンションの場合は、計算

が複雑です。外皮断熱性能計算、一次エネルギー消費量計算に対応できる技術者の育成確

保難と、業務負担増加が懸念されます。市販の計算ツールは使いづらいとの声が大きいで

す。 

 設備などの仕様が決まっていない場合も多く、エネルギー計算を外注するにしても、準

備、仕様の決定、営業、お客様への周知など、時間がかかることが懸念されます。 

 対策としまして、計算方法を極力簡略化していただきたいです。計算に替えて、部位・

資材・設備ごとの仕様規定を決めていただきたいです。入力が簡単で、結果が安全サイド

に振れ過ぎない、国が認定する計算ソフトを開発いただきたいです。 

 ８ページです。諸制度の整理と手続合理化です。課題としまして、省エネ基準、性能評

価、長期優良住宅、ＺＥＨ、ＢＥＬＳなど、制度が複雑過ぎて、消費者はもちろん事業者

も理解できずに、建築士の業務も増える一方です。建築確認のほかに、諸制度の手続が煩

雑であり、手間と期間と費用を要します。審査機関、行政が手続に要する時間が長いとき

があり、その結果、工事着工の遅れ等の影響があります。 

 対策としまして、窓口を一本化し、建築確認の手続の中での諸制度の審査を行う仕組み

の構築を希望します。諸制度の統合、制度間の相互関係の単純化など、全体を分かりやす

いものにしていただきたいです。審査業務は、極力民間の機関を活用していただきたいで

す。 

 住宅のカーボンニュートラル化は、時代の要望とはいえ、あまりにも性急な制度義務化

は、住宅供給業者に混乱を来します。ぜひ周到な用意の上、進めていただきたいと思いま



 -22- 

す。 

 以上となります。ありがとうございました。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、ＪＢＮ・全国工務店協会から御説明をお願いいたします。 

【ＪＢＮ・全国工務店協会】  本日はこのような発表の機会をいただきまして、ありが

とうございます。一般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会会長の大野でございます。よろし

くお願いをいたします。 

 それでは、まず、２ページ目をお願いします。２ページ、これは工務店協会の概要でご

ざいます。私ども、全国最大の中小地域工務店の団体でございまして、約３,０００社の地

域工務店で構成されておりまして、主に長期優良住宅と国産材による建物づくりに取り組

んでいる団体でございます。 

 次お願いします。従来の活動のほかに、新たな住生活基本計画を踏まえた取組も最近し

ております。これは３ページに書かせていただきました。 

 ４ページをお願いします。ヒアリング事項でございますが、Ⅰ番からⅥ番につきまして

順次報告させていただきますが、時間の都合で、表題につきましては申し上げませんので、

御承知おきお願いいたします。 

 ５ページをお願いします。これにつきましては、現時点では特に課題はございません。

引き続き観察、ヒアリングを続けていく予定でございます。 

 ６ページをお願いします。我々ＪＢＮの会員は、省エネ基準適合義務化には対応は可能

でございます。国土交通省の事業で、今まで積極的にその事業に取り組みまして、８０％

以上の会員工務店が、長期優良住宅の建設実績を積んでまいりました。省エネ基準適合義

務化を見据えて、２０１２年から１８年まで実施されてきました省エネルギー住宅の技術

講習会、これは約１３万人の受講者があったわけでございますが、これを会員に積極的に

受講させました。そしてまた、関係のテキスト等の編集に関わってまいりました。 

 ７ページをお願いします。ＺＥＨにつきましては、会員の年間着工棟数のうち、約１０％

が建設状況でございます。ＬＣＣＭ住宅及びＺＥＢにつきましては、一部の会員で対応が

始まっております。しかし、全般にはまだこれからという状況でございまして、広報や技

術的な支援サポートが必要かなと考えております。 

 取組につきましての課題なのですが、４点挙げさせていただきました。まず、１つ目は、

我々地域工務店は、御案内のように、北は北海道から南は沖縄まで全国各地に点在してお
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るものでございますので、各地の気候その他いろいろな条件がございますので、地域特性

を生かした多様なＺＥＨの検討が必要かなと思っております。 

 ２番目に、太陽光パネルの設置場所を、屋根という限定ではなくて、地域の内外へも設

置場所を御検討していただいてもよろしいのではないかなと思っております。 

 ３番目に、太陽光パネルの設置の義務化をした場合には、屋根の設置に対しては、雨漏

り、台風やあるいは自然災害によるいろいろな不具合が生じる可能性が今後考えられます。

これらの維持管理もこの義務化にセットで進めていくべきではないかなというふうに思っ

ておりまして、その辺りの制度化も必要ではないかと思っております。 

 ４番目に、太陽光パネルの生産は、現在ほとんど海外というふうになっております。も

し義務化になった場合に、海外で何かトラブルがあった場合は、パネルの入手等でいろい

ろな不具合が生じてくるのではないかというふうに危惧しているところでございます。 

 ８ページをお願いします。ここは６項目挙げさせていただきました。まず第１に、全国

で６,０００万戸あると言われる既存住宅の省エネの適合率は、大変低いものがございま

す。この適合率を早急に上げる必要があるのではないかと思っております。地域特性をよ

く理解している地域工務店団体としては、その早期改善が我々の責務かと考えております。

そういったことに対して十二分に対応していく所存でございます。 

 ２番目に、新築の省エネ基準の適合義務化を早期に実施して、段階的に水準を上げてい

くと。こういったことを進めるべきかと思っております。 

 ３番目に、製造過程での排出ＣＯ２を減らすために、国産材を使用した長期優良住宅の建

設を推進していく所存ですが、ＣＯ２評価を視野に入れて、ＪＢＮとしてその取組を進めて

いきたいと考えております。 

 ４番目に、創エネルギーにつきまして、住宅の屋根の上の太陽光発電というふうに限定

することなく、バイオマス発電あるいはファンドの利用なども検討していきたいと思って

おります。 

 ５番目に、ＳＤＧｓに取り組む地域工務店を増やしていくことが、有効な解決策につな

がるものと思っております。 

 ９ページをお願いします。ＪＢＮは、２０１２年に策定されました低炭素社会に向けた

住まいと住まい方の推進に関する工程表ということに基づきまして、その年から住宅の省

エネルギー技術者の講習会を全国各地で開催してまいりまして、先ほど申し上げましたが、

１３万人ほど受講していただいております。そして、工務店関係のボトムアップに努めて
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まいりました。 

 また、省エネやＺＥＨに関わる事例等、いろいろな事例を作成しまして、温暖化防止に

取り組んでまいりました。 

 １０ページをお願いします。次世代のためのというところでございますが、地域工務店

のＳＤＧｓの取組を積極的に進めるということを２年ほど前から進めてまいりました。『工

務店経営とＳＤＧｓ』という書籍が、一般財団法人日本建築センターから、やはり２年ほ

ど前に発行されましたが、このときも、参考事例として取り組んでいる工務店の一覧です

とか、あるいは、会員工務店が約３００社、この発行に御協力をしてまいりました。 

 １１ページをお願いします。課題ということでございますが、全国に６,０００万戸ある

既存住宅の省エネリフォームを急ぐべきと考えております。そのために、ぜひ積極的かつ

刺激的政策が必要であると思っております。 

 ２番目に、いきなり屋根の上の太陽光パネルという創エネではなくて、まずは省エネル

ギーの段階的な引上げと、多様な創エネルギーを組み合わせて、地域特性を十分に生かし

た多様なＺＥＨに取り組む必要があるのではないかと考えております。 

 ３番目といたしまして、ＪＢＮ所属の８０％以上の会員工務店で、長期優良住宅の施工

実績があるわけでございますが、全国の地域工務店の多くが、この長期優良住宅に対応で

きるわけではございません。そのできない工務店をさらに底上げしていくことが肝要かと

いうふうに思っておりまして、ＪＢＮといたしましても、この問題に前向きに取り組んで

いきたいと考えておりますので、サポートをいただければありがたいなと思っております。 

 最後に、カーボンニュートラルに向けて、製造過程でのＣＯ２評価、これを配慮すべきか

と思います。この推進のために、この関係の制度化を検討していただきたいと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、日本建築士事務所協会連合会様から御説明をお願いいたします。 

【日本建築士事務所協会連合会】  日本建築士事務所協会連合会の会長をしております

児玉でございます。日頃より住宅や建築物の設計に携わっております建築事務所の立場か

ら、実態に即して、検討課題や私どもの対応についてお話をさせていただきます。 

 まずは、２０５０年のカーボンニュートラルの実現のための課題についてです。ＺＥＢ

やＺＥＨについては、日々実例を積み重ねて推進しているところでありますが、今後は、

多様な用途、あるいは規模の大小、そういうところに対象を広げていく必要がありますが、
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現在の適用状態から見て、技術的には順次可能になっていくものと考えています。 

 個々の建物については、建築物の関連する法律との整合を取りながら、コストを抑え、

建築士の理解を得て実現していくわけですが、これらを全建築物に広げていくには、法的

な整合の取れた汎用性のある仕様やディテール、あるいは建材がもっと普及していく必要

があると考えております。もちろん建築主の省エネコストへの理解が得られる土壌も必要

になることは言うまでもありません。 

 省エネ、再エネ建材、あるいは設備も既に多く出回っておりますが、全面的に採用して

いくためには、より汎用性のある部材の開発や、さらに基準、あるいはそれらを満たすべ

く実証検証などがまだまだ課題が残っていると考えております。 

 外装、サッシにいたしましても、耐火性能を取りながら断熱性を確保していく。現状で

は、樹脂サッシあるいは住宅用のアルミ樹脂の複合サッシはあるわけですが、これらにつ

いて、大型ビルや、あるいは用途の違うものに適用していくには、まだまだ検討があるの

かなと思っております。 

 再エネについては、太陽光発電が中心になると考えられますが、装置の景観配慮や、あ

るいは自然災害の防災機能、あるいは建築物の寿命に照らした耐久性や、将来の互換性と

いいますか、変更性、そういったことへの検討が必要だと考えています。 

 次に、既存建築物の省エネ改修の課題です。既存建築物の省エネを目的とした改良、改

修については、あまり実例がありません。まだまだ未知数の部分があります。工法、コス

ト、省エネ性能の改善度合いなど、今後もっと検討すべき項目であるというふうに考えて

います。新築に比べ、省エネ改修の技術的な困難さ、かなりコスト的にもハードルが高い

ものとなってくると思われます。 

 次に、木造あるいはＬＣＣＭについてですが、木造については、小規模からさらには中

規模、大規模へと適用拡大に取り組んでいるところですが、カーボンニュートラルに向け

た計画の一部として、炭素固定の観点から、木造や木材の利用は重要と考えています。量

的な位置づけや目標が明確にされ、それらを目標として、より木造あるいは木材の利用、

推進力を増していくことが重要と考えています。 

 また、国産材については、供給のサプライチェーンについて、現状では確保が難しいと

か、あるいは途切れる部分がございますので、その辺の確保と、それから、技術的な意味

での防火性能、耐火性能についての安全性の検証がさらに必要かと思っております。 

 次に、中期的な２０３０年に見据えた取組目標ですが、そのプロセスにおいては、トッ
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プランナー制度等のボリュームゾーンのレベルアップとともに、全体の省エネ率のアップ

というためには、基準の引上げや義務化などでボトムアップする施策が不可欠と考えてい

ます。 

 ただ、小規模建築物の方策については、丁寧に進める必要があると考えています。省エ

ネ対応の全面義務化については、技術的には可能と思いますが、課題となるのはコストと

いうことになります。３００平米未満の小規模住宅の施策が重要となってきますが、助成

制度等を充実していく必要があるように思われます。 

 さらには技術的には、高効率の断熱材や、そういったものを汎用的なものにしていくこ

と、あるいはコストダウンが鍵となってくると思われます。 

 増改築や改修につきましては、さらなる助成制度の仕組みが必要となってくるのではな

いかと考えています。 

 省エネ性能の高い水準を目指しますと、コスト高を招き、増改築の改修が繰延べとなり、

進展がしないことになってしまいます。あるいは、使いながらの改修や、改修費用の捻出

など、新築より非常に課題が大きいと思われますので、今後さらに検討が重要な部分と思

っております。 

 これらの改修については、以前、耐震改修というのは、建築主の理解と補助金制度の後

押しがあってうまく進んだと思っておりますが、省エネ改修については、これよりもさら

に勝るような後押しがないとなかなか進まないのではないかと考えております。部分的改

修を推進する制度緩和や、コスト面をカバーする助成措置などが必要となると思われます

し、まさにここのところがやれるところから手をつけると。そういう姿勢で望む必要があ

ると考えております。 

 さらに、３番目、省エネ効果を見える化し、不動産流通など関連制度の活用も重要と考

えています。健康効果と省エネ基準との関連づけ、エンドユーザーが理解しやすい、受け

入れられやすい指標を進めていくことが重要だと思います。断熱効果などをシミュレーシ

ョンで示すことも重要ですが、個々に言いますと、やはり中古住宅の流通と市民に理解さ

れやすい数値化が望まれるところであります。 

 木造化の課題です。構造体としての利用の場合も、表面仕上げ材の利用の場合も、防火、

耐火性能の向上と関連する法規との整合が技術的課題となっています。盛んに技術開発が

進められ、木材活用の機運は、建築主にも設計者にも高まっています。ただ、コスト高が

ありまして、これらをクリアできるかどうかが、木材がさらに利用が増えてくるかどうか
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の鍵となると思われます。 

 ３番目、省エネ義務化への対応の可能性や、私ども団体としての取組ですが、私どもの

団体としては、１つは、テキストや事例集の作成と研修、それから２つ目には、制度や技

術の研修、習熟のための実務研修、さらにはもっと高いレベルの省エネ意識の改革、研修

が必要と考えています。 

 先ほど申しました中で、２番目までの研修等については、今まで既に行われております

し、十分できていると思いますので、さらに習熟に向けてもっと徹底した研修を行ってい

きたいと思っております。 

 この４月から改正省エネ法に合わせて、団体でも周知、講習に努めているところです。

一部では、急速な進展についていけず、混乱も生じている地域もあると聞いていますが、

これはまさに心配されていた習熟度の問題でありますが、研修の徹底と実践の中で次第に

解消していくものと思っています。 

 省エネ性能の確保については、建築主の理解が得られていないのが実情です。残念なが

ら今のところ、コストを含めると、建築主からは敬遠されがちなところがあります。設計

者は、省エネ推進の仕事を付加的なサービスとしてやらざるを得ない状況もあります。設

計者が意欲を持ってより高いレベルの省エネ提案を行い、かつ、それに見合った設計報酬

が得られる仕組みも省エネ推進には不可欠と考えています。 

 最後に、私ども建築設計界も、カーボンニュートラルに向けて最大限尽力していく所存

でございますが、関連する法や基準の見直しや誘導施策で後押しをしていただけましたら、

もっとスピードアップして推進できるものと考えております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【田辺座長】  ありがとうございました。 

 それでは、次に、日本建材・住宅設備産業協会、板硝子協会、日本サッシ協会、断熱建

材協議会から御説明をお願いいたします。 

【日本建材・住宅設備産業協会、板硝子協会、日本サッシ協会、断熱建材協議会】  日

本建材・住宅設備産業協会の専務理事の寺家でございます。本日は、発表の機会をいただ

きまして、ありがとうございます。 

 建材業界ということで、本日、建産協、板硝子協会、日本サッシ協会、断熱建材協議会、

４団体がまとまりまして、説明をさせていただきます。 

 次のページをお願いします。最初に、高断熱建材の性能と普及の状況を説明いたします。
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まず、ガラスでございますけど、複層ガラスにつきましては、断熱性能が６種類に区分さ

れておりまして、ガス入りのＬｏｗ－Ｅ複層ガラスとか、Ｌｏｗ－Ｅの三層複層ガラスと

いった、特に断熱性能の高い製品を業界としては普及促進をしております。 

 次お願いします。ガラスの普及状況ですが、複層ガラスについては、新築戸建て住宅で

は９割超の使用率となっております。Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラスも８割超と、既に一般に普及

している状況でございます。新築共同住宅では比率は下がりますが、率は向上している傾

向にございます。 

 次お願いします。 

【田辺座長】  少しウェブのタイムラグあって、申し訳ございません。 

【日本建材・住宅設備産業協会、板硝子協会、日本サッシ協会、断熱建材協議会】  す

みません。参考として、建材トップランナー制度におきます複層ガラスの進捗状況を見て

みますと、目標基準値の代替指標でありますＬｏｗ－Ｅ複層ガラス、これの普及率は、

２０２０年度の目標値６６.１％ですけど、既に達成しているという状況です。ただ、Ｌｏ

ｗ－Ｅの三層複層ガラスとかいった、特に高断熱のガラスについての普及はまだ限定的と

いう状況であります。 

 次お願いします。次がサッシでございまして、サッシは材質によって主に３種類に分か

れております。アルミ製、アルミ樹脂複合製、樹脂製、そうなるにつれて断熱性能が高く

なるということになります。 

 次お願いします。普及状況ですが、新築住宅での使用率については、ここ数年で急激に

アルミ樹脂複合、樹脂といった高断熱サッシの比率が伸びておりまして、アルミサッシの

比率が低下をしております。現在、アルミサッシが１割、高断熱サッシが９割と。中でも

樹脂サッシが２２.３％となっております。 

 次お願いします。次は断熱材でございますが、材質が無機繊維系、木質繊維系、発泡プ

ラスチック系の３種類に大きく分かれます。各材質の中でも、断熱性能に幅があるという

状況でございます。 

 次お願いします。普及状況ですが、建材トップランナー制度におきます断熱材の進捗状

況を見てみますと、各材質の断熱材で高性能製品の開発が行われておりまして、その結果、

例えば、グラスウールとか、押出法ポリスチレンフォーム断熱材などについて、断熱性能

の平均値が向上しております。 

 次のページにそのデータを示しておりまして、２０２０年度の目標値に向かって、順調
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に改善しているという状況であります。 

 次の次お願いします。１１ページをお願いします。次に、こうした高断熱建材の普及に

向けた取組の御紹介をいたします。まず、政策の面ですが、建材トップランナー制度がご

ざいます。この制度は、自らエネルギーを消費しなくても、住宅等の省エネルギーに資す

る製品、具体的には現在の断熱材、サッシ、複層ガラスが対象となっておりまして、

２０２０年度を目標年度として、断熱性能の底上げが建材メーカーに課されている規制的

措置でございます。 

 次お願いします。断熱材については、材質などで種類が分かれておりまして、出荷割合

の多い４種類の製品が、建材トップランナー制度の対象になっております。 

 次お願いします。次は窓の性能表示制度でございます。これは消費者などに、窓として

の省エネ性能を分かりやすく、星の数とかで表示する制度でありまして、本年２月のＪＩ

Ｓ改正に伴って、断熱性能区分の見直しとか、日射熱取得性能区分が新設されたことから、

表示制度の見直しを検討中という状況であります。 

 次お願いします。次に、建材の業界団体の取組を御紹介させていただきます。まず、建

産協でございます。中小工務店によりますＺＥＨの建設を促進する観点から、工務店が熱

性能とかエネルギー計算に習熟するよう、ＺＥＨ基準に適合する建材使用例を情報提供い

たしますテキスト、『ＺＥＨのつくり方』とか『製品リスト』と呼んでいますが、これを作

成して普及をしております。 

 次お願いします。これは『ＺＥＨのつくり方』の一部抜粋でございます。 

 次お願いします。これは『製品リスト』の一部抜粋でございます。 

 次お願いします。次は、優良断熱材の認証制度でございます。材質など多種多様な断熱

材の性能を消費者の方が理解しやすいように、断熱性能が高い断熱材を認証いたしまして、

製品に性能を表示する制度でございます。 

 次お願いします。その他として、断熱リフォームですとか、省エネリフォームによる光

熱水費の削減効果を示した「住宅の燃費」などのコンテンツをつくりまして、普及活動を

実施しております。 

 次お願いします。板硝子協会の取組でありますが、Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラスをエコガラス

としてＰＲをしております。さらに、ＺＥＨとかＨＥＡＴ２０など高断熱住宅に適合する

高性能なＬｏｗ－Ｅ複層ガラスをエコガラスSとして進めております。 

 次お願いします。日本サッシ協会でございますが、定期講習会の開催とか、住宅の外皮
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計算を容易にするための外部開口部リストの公開などによって、サッシ販売店事業者に対

して技術的なサポートを実施しております。 

 次お願いします。断熱建材協議会でございます。事業者の断熱性能の計算を容易にする

ために、断熱材の熱抵抗値から住宅の各部位の熱貫流率を計算した結果を作成したり、公

表したりしております。また、断熱施工マニュアルの作成、これを用いて、中小工務店等

向けの講習会等を実施しております。 

 次お願いします。次、住宅等の省エネ対策に関する建材業界としての課題でございます。

１つ目は、住宅等の省エネ対策におけます現行の規制水準、省エネ水準、また、一般住宅

では義務化されておりませんが、この基準では、断熱性能がそれほど高くない製品でもク

リアするようなケースがあるというのが実態でございます。建材メーカーといたしまして

は、顧客からこうした製品の要求があれば、それに応じて生産する、供給するという必要

がございます。 

 一例でございますが、現行の省エネ基準では、地域や開口部比率によっては、アルミサ

ッシと単板ガラス、ちょっとレアな組合せでございますが、これでもクリアするという状

況でございます。 

 あと、２つ目の課題としては、建材メーカーとしては既にＺＥＨとかＨＥＡＴ２０とい

った、高断熱住宅に適合するような高性能の建材を非常に供給することが可能でございま

す。ただ、課題としては、いかに需要が拡大するかというところが課題になっております。 

 ３つ目でございますが、新築住宅の省エネ化の必要性は言うまでもないということだと

思いますが、カーボンニュートラルの実現のためには、やはりボリュームゾーンでありま

す住宅ストックの省エネ対策が重要だと考えております。このため、改修とかリフォーム

などによる住宅ストックの断熱化が必要であると考えております。 

 次お願いします。最後に、今後の対応と政策提言でございます。まず、住宅等の省エネ

対策に対しましては、建材業界は、高性能な建材の開発、供給を通じて寄与する立場であ

ろうと考えています。政府のロードマップ、２０３０年までに全ての新築住宅がＺＥＨ相

当基準となるよう、断熱材、窓の製品の断熱性能の向上に今後とも努力していきたいと考

えております。 

 一方では、こうした高性能な製品を市場に普及させるためには、需要側の規制、具体的

には、住宅の性能基準の定期的、段階的な適合義務化の導入などが不可欠と考えておりま

す。 
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 また、ボリュームゾーンであります住宅ストックに関しまして、これは誘導的措置にな

るかと思うのですが、建て替えとか断熱改修の比率でありますとか、断熱性能の水準の方

向性を示していただくというものが有効だと考えております。 

 また、最後に、こうした需要側への規制の導入を円滑にするため、また、規制水準を超

えるような高断熱住宅に対応する高性能な製品の普及を図る観点から、関連する制度・支

援の充実を併せて要望したいと思います。 

 具体的には、書いてありますとおり、制度面では、省エネ基準等の定期的な引上げ等の

見直し、現在なされておりませんが非住宅の外皮基準の設定、あと、開口部の日射制御部

材の評価等、性能評価の充実、また、住宅性能表示制度におきまして、断熱等級で上位水

準の設定とか、住宅の建設売買における断熱性能の表示の促進、既存住宅の断熱改修した

場合の目標値や評価基準の設定、最後に、支援面では、まとめて申し上げますと、高性能

住宅の新設とか、消費者にストック住宅の改修を促すための支援措置、例えば、省エネの

建材とか住宅設備の導入の補助金などでございますが、それの充実をお願いしたいと思い

ます。 

 御静聴ありがとうございました。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、次に、住宅性能評価・表示協会から御説明をお願いいたします。 

【住宅性能評価・表示協会】  私、一般社団法人住宅性能評価・表示協会、省エネ評価

部会と、あと、適判部会の部会長を務めております齋藤といいます。 

 本日は、画面の資料で、現状の住宅用途に係る省エネ基準の審査体制について御説明を

させていただきます。 

 最初のページを御覧ください。当協会の概要について記載してございますが、当協会は、

品確法に基づく登録住宅性能評価機関を構成員とし、これら機関相互の連絡調整、及び制

度の円滑な運用に資することを目的に活動を行う団体となっています。 

 住宅性能評価というのは、住宅の性能を全国共通の物差しで測るということが大事な目

的になってございますので、機関ごとにばらつきがないよう、意見調整等を行うことをや

っております。 

 現在全国に１２５機関、登録住宅性能評価機関がありますが、このうちの１２２機関が

当社団に所属しています。会員機関が実施する住宅の省エネ性能等に係る審査業務、以下

に列挙してございますが、当協会に所属する会員は、これ以外にも、建築確認申請、ある
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いはフラット３５の審査、さらには、非住宅が適合義務対象になってございますが、省エ

ネ適判等の業務も併せて実施しておりますので、あくまでもここに書いてある業務は、住

宅を中心にピックアップしているということで御理解ください。 

 それでは、次のページをお願いします。先ほどピックアップした業務につきまして、実

際どのぐらい実施をしているのかというのをまとめたのがこちらの表になっています。こ

ちら、過去３年間の実施件数というのを書いてございますが、最後の２０２０年度、こち

らにつきましては、３月分の集計がまだ終わってございませんので、あくまでも２月末時

点の累計戸数ということでお考えください。 

 一番上が設計住宅性能評価、こちらが最も多く、２０１９年度、年度合計を見てみます

と、２４万５,０００戸余りが評価をやっているという形になってございます。こちらにつ

きましては、戸建て住宅、共同住宅関係なく全部戸数でカウントしてございますので、例

えば、一番下の米にありますように、共同１棟１００戸ということであれば、１００戸と

してカウントを行っているという形になっています。 

 設計評価、長期優良、さらに低炭素建築物技術的審査とございまして、一番下が省エネ

性能に特化したＢＥＬＳ評価という形になっています。見ていただくと分かりますように、

おおむねどの件数につきましても、徐々に増えているというのが現状かと思います。 

 それでは、次のページをお願いします。こちらの審査業務につきましては誰がやるのと

いうところが一番上に書いてあります。実施するものは、品確法に基づく登録評価員であ

る、これを要件としています。こちらの登録評価員というのは、建築士の資格を持って、

さらに品確法に基づく法定講習、こちらの講習を受けて試験に合格した人、それだけがや

っていいということになってございますので、そういう資格を持っている人がやるという

ことでしています。 

 参考までに、適合義務に関しましては、審査対象は非住宅になりますので、この登録評

価員とは別の人がやっているということで御理解いただきたいと思います。 

 こちらの登録評価員でございますが、現在、全国の評価機関から選任を受けた評価員の

数はおおむね６,０００名となっておりますので、その人員で先ほど説明した件数をこな

しているという状況でございます。 

 ただし、その下に書いてございますが、この左側のベン図にありますように、省エネ性

能、真ん中の部分、ここをコアとして、例えば、住宅性能評価であれば、構造とか火災と

か、ほかの性能、長期優良であれば長期使用構造等の別の基準、低炭素建築物認定であれ
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ば、省エネ以外に低炭素化に資する基準、そういった別の基準を見ていますので、ワンス

トップで同時に申請してくるというケースも非常に多くなってございます。よって、先ほ

どの表にあった件数を全部足し算したものを、この６,０００名で処理しているというわ

けではないというところだけ御理解いただきたいと思います。 

 それでは、次のページをお願いします。仮にこちらの審査件数が増大した場合の対応と

いうことで書いてございます。現在、一番上に書いてありますように、先ほどの最も件数

が多かった住宅性能評価の件数をベースにすると、新築住宅着工に対する取得割合という

のが、戸建て住宅でおおむね３割、共同住宅等で２５％ぐらいということになってござい

ます。 

 これを全て住宅について審査をするとした場合、単純に規模だけでいうと４倍というこ

とになりますが、設計住宅性能評価の場合は、審査項目は省エネだけではなくて、同じぐ

らい手間のかかる、構造に係る審査とかも同時に行うことになりますので、それで半分半

分と考えますと、４掛ける２分の１、つまり、最低でも倍程度の人員を確保することが必

要と考えられます。 

 一方、審査機関としては、これは建設業界だけではないと思いますが、慢性的な技術者

の不足、さらには高齢化の進展、少子化の進展に伴う住宅需要の今後の減少、さらには現

状のコロナ感染拡大など、将来的な事業展望に不透明要因が多いため、明るい要因があま

り見えないのですが、そういったために、安易に人を倍にして審査をするよということで

人を増やすというのは、極めて困難な状況になってございます。 

 それを踏まえた上で、今後どうするべきかを一番下に書いてございますが今後、審査件

数の大幅な増加を目指すのであれば、現状の体制でも無理なく対応できるように、窓の熱

貫流率は○○以上とすることや、あるいは壁の断熱材のＲ値は幾つ以上のものを入れるこ

となどの簡単な仕様規定、これを最低基準とすれば、現状の体制でも審査ができるのでは

ないかということで書いてございます。 

 先ほど説明したとおり、構造と同様に非常に審査時間がかかるのですが、結局、ほとん

どがガラスでできているとか、壁の部分ごとに断熱材の種類や厚さを分けている住宅は、

実際にはほとんどありませんので、結果として皆様何をやられているかというと、断熱性

の高い窓、断熱性の高い断熱材をなるべくいっぱい入れるというところが、結局最終的な

対策としてはやられていることなので、最低基準としては、計算不要なこういう仕様規定

でいいのではないかということで書いてございます。 
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 次のページ、行っていただきたいと思います。もう一つ、既存住宅に関する省エネ審査

というのを書いてございますが、さきに説明しました住宅性能表示制度においても、既存

住宅に係る選択評価事項として、断熱性能、省エネ性能というのも制度としては位置づけ

られてございます。 

 ただ、基準として位置づけられた平成２８年以降現在まで、評価の申請件数は約１５件

程度ということで、実際はほとんど使用されていないというのが現状となってございます。 

 参考までに左の下に写真をつけてございますが、これは新築時、住宅性能評価を受けた

場合はこの段階で検査をいたしますので、どんな断熱材が何ミリ入っているか、あるいは

適切に施工されているか等も、全て確認を行うことができるのですが、既存住宅でかつ図

面がないということになりますと、これが全て隠蔽されている状態になりますので、幾ら

資格者であっても、現地に行って目視で確認をするというのは、現状、非常に困難という

形になってございます。 

 ただしということで一番下に書いてございますけれども、新築時に建設住宅性能評価を

受けた住宅というのは、全てこの段階で検査を受けておりますので、現状、既に住宅性能

評価が始まって約２０年ちょっとたってございますが、実際実施した件数がおおむね

３００万戸程度ありますので、そういった住宅であれば、過去の記録、あるいは現場での

目視、さらには入居者のヒアリング等、そういったものを行った上で、大体の省エネ性能

というのは推計できるのではないかというふうに考えてございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、これから御意見、御質問に移りたいと思います。 

 御公務の関係で、大変恐縮でございますけれども、鳥取県知事の平井委員から御質問、

御意見等をいただければと思います。 

【平井委員】  ありがとうございます。田辺先生はじめ、この研究会の皆様には、大変

なお世話をいただいておりますこと、感謝を申し上げたいと思います。 

 この後、兵庫県の知事と、今の新型コロナの医療の受入れについて至急協議をしたいと

いうことがありまして、中座をさせていただきます。 

 今、いろいろと貴重なお話がありまして、本当に私ども、行政のフロントラインでやる

者として、大変に心強い様々な御提案もありましたし、御意見もありました。そういう中

で何点か、幾つかの団体にお伺いをしたいと思いますので、よろしければお考えを教えて
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いただければありがたいなと思います。 

 まず、日本建設業連合会のところ、あと、住宅生産団体連合会のところでございますが、

それぞれの団体から、現状に即したデータなり何なりが示されたわけであります。それで、

どちらにも共通しているのですが、一つは太陽光発電を義務化するというお話がどうもあ

るようなのですけれども、しかし、どうなのかと。率直な皆様のお考えなりを伺えればな

と思ったのですが、例えば、カリフォルニアの場合であれば、実は実際にかかるローンな

どの増加費用は、こういう義務づけに伴って４０ドル増えると。しかし、収入からいきま

すと、８０ドル減るということで、費用が減ると。ですから、収支計算しますと、４０ド

ル得をするというのが前提にあるのですね。しかも、全部の家でやるわけではなくて、屋

根の形状とかでは、そういうところを免除するというようなことも、実はカリフォルニア

の場合はやっているわけであります。 

 それぞれの２つの団体から太陽光発電についての御指摘がございましたが、今のＦＩＴ

法による支援がどんどんと起こってきて、本当に採算ベースに乗るようなことで、施主が

受けられる状態になるのということであります。やはり我々現場で補助金を出してでも太

陽光発電を促進しようとしているのですが、それでもなかなか最近は厳しい状況がありま

すし、特に既に設置をしているところでは、蓄電池をどうやってつけることで何とか切り

抜けられるかとか、あるいは、ＰＰＡのような形なども活用し、そこにさらに補助金を突

っ込んででもやらないと、この太陽光発電というのは回らないというようなことが感覚と

してはあるのですね。 

 それぞれ大きな団体で、それぞれ御経験なり御見識があると思うのですけれども、本当

に義務づけるだけでさーっと広がるような、そういう状況なのかどうか、教えていただけ

ればありがたいと思います。 

 それからあと、現実には補助金の問題ですね。建設業連合会からは、健康省エネ住宅補

助等々が絡むようなお話がございましたけれども、国の補助メニューは期間が物すごく限

定されていまして、一月だとかそういうところで手を挙げてください、そこで締め切りま

すというようなことになっていたり、それから、予算のロットが小さかったりします。 

 こういうことがそれぞれの団体で、こういう省エネの改修なんかも含めて、どういうよ

うな支援策があったらいいのかということですね。私ども、実は県独自で支援制度をやっ

ています。相当評判がいい。半分ぐらいのところが使ってくださっているぐらいでありま

す。やはり使い勝手だとか、予算のロットや、募集期間について、いろいろと工夫をしな
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ければいけないのかなと思います。断熱のリノベーションなどもそうでありまして、その

辺のちょっとお知恵をいただければ、率直な感想をいただければありがたいなということ

です。 

 それから、大野会長と児玉会長、ＪＢＮと建築士事務所の協会、それぞれお話をいただ

きまして、御苦労のほどが非常に伝わってまいりました。それで、最終的には、施工され

る施主にどういうふうにアピールをしていくかということだと思いますし、現場の技術レ

ベルを上げていくかということだと思います。省エネ計算のサポートだとか、人材育成、

どの辺がボトルネックなのか。私ども、実はそういう技術者の方の研修をやっているので

すが、かなり多くのそういう建築事務所等々が参加をしてくださる状況です。だから関心

は高いと思いますが、その辺をどういうふうに全国的に徹底していけばいいのか。 

 また、施主が、よしこれを造るぞと言わないと前に進まないものでありますので、例え

ば、これは補助金がこれだけ出るのですと。かなり多いので、結局、いろいろと費用は一

時的にはかかりますけど、将来取り戻せますよと。カリフォルニアはそうなのです。そう

いうふうな説明ができるような仕組みというのは必要なのかなとか、あるいは見せ方とし

て、健康、ヒートショックへの影響だとか、光熱費のシミュレーションだとか、その辺を

どういうふうに工夫をしていかれようと考えておられるのか、いただければと思います。

よろしくお願い申し上げます。 

【田辺座長】  ありがとうございます。各団体からお答え、まとめてと思っております

けれども、日本建設業連合会が中座されますので、先に知事の御質問に関してお答えをい

ただければと思います。 

【日本建設業連合会】  日建連でございます。御質問ありがとうございます。先ほど説

明させていただきましたとおり、日建連は非住宅ということで、中小規模に関しては、少

しお金を、コストをかけていれば、敷地内で太陽光発電パネルをつけて、かなり性能のよ

いＺＥＢを行うことができます。このときの課題はやはりコストだと思いますので、そう

いう意味での誘導なり補助なりというところに期待するものであります。 

 一方、日建連は大規模な建築物が多くございまして、これの場合は、敷地の中だけで賄

うのは、先ほど屋根、壁というお話がございましたけれども、それを抜きにしても限界が

ございまして、そのときはやはり敷地外でそういうことの供給を受けていくと。そういう

ことが必須になってくるということで、そのときの在り方について、誘導なり補助なりで、

また御相談させていただきたいというふうに思っているところでございます。 
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 ですので、太陽光発電は、今後のＺＥＢを進めていくに当たりましては、非常にキーに

なるところであるということに関しては、日建連もそのように考えております。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。今後、委員から、かなり重複する質問

も出ると思われますので、知事、大変申し訳ないのですけれども、住団連、ＪＢＮ、事務

所協会に関しては、まとめて後ほど回答していただくようにしたいと思います。お忙しい

ところありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から御質問、御意見等いただきたいと思います。そうしまして、

一巡いたしましてから、各団体の方々に、質問への回答、また、御意見をいただきたいと

考えております。 

 それから、御質問のときには、先ほど平井委員がおっしゃったように、どの団体への質

問かということを明示していただけると、回答が非常に行いやすくなると思います。 

 手を挙げていただいても結構でございますけれども、委員の方、御発言を希望する方は、

手を挙げていただければと思います。 

 それでは、会場から竹内委員が御発言を希望されております。 

【竹内委員】  いろいろな団体の方からの非常に意欲的な義務化の話、プラスさらなる

基準についての強い意気込みをいただいたのだと思いました。どうもありがとうございま

した。 

 その中では、やはり支援とか、どうやって周知していくのか、それから段階的なもの、

それから手続とかいろいろあるという課題を検討しながら進めていかなければいけないこ

と、それから、ＣＯ２全体の話とかも含めて、木造やバイオマスのこととかがあったなとい

うふうに思っております。 

 先般、第１回の検討会を受けて、断熱を強化していったらいいのではないかという話も

させていただきましたが、やはり消費者の方にとってどのようなメリットがあるのか、デ

メリットがあるのか、コストが高くなってしまうのではないかというようなところで、断

熱化を進めていくことで、デメリットとメリット、コストのこととかを考えさせていただ

き、資料を作ったので、御紹介したいと思います。 

 まず、１枚目をめくっていただければと思いますが、そんなに、本日の話の全体の中で

の、ＣＯ２削減率が２６％から４６％に引き上げられた本日現在、ここ何日間かの話だと思

いますけれども、そういったところを踏まえると、２０３０年までに住宅・業務部門とい

うのがマイナス４０％削減というのが目標とされていたものが大幅に引き上げられるので
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はないかというふうに思っておりまして、建物のゼロカーボン化は必須であろうと。新築

をゼロにしないと、全体をゼロにするのは不可能だと思いますので、新築の早期のゼロエ

ネルギービル義務化というのを目標とするべきだということは明らかなのかなと思います。 

 時間も限られておりますので、住生活の基本として、全ての断熱強化を望まれるという

ことで、現行省エネ基準の義務化というのをＨＥＡＴ２０Ｇ２レベルに引き上げることが

必要なのではないかという観点でお話をしたいと思います。 

 現行の基準に関しては、既に８０％を超えて新築の着工ができ、一般の建物からの費用、

コストのプラスが１１万円という話を前回の資料にもありましたが、さらに引き上げたと

きにどういったことが起こるかというところを、ＨＥＡＴ２０のＧ２というレベルを一つ

の指標にして計算しております。 

 どのように比較をしたかというと、６地域における省エネ基準標準住宅モデルというの

を使って、断熱等級４というのをＨＥＡＴ２０のＧ２に引き上げたとき幾ら工事費が上が

るかということを算定します。金属サッシプラス複層ガラスを、樹脂サッシプラスＬｏｗ

－Ｅ複層に変え、それから、天井と床の断熱は強化しないで外壁のみプラス、そのような

形でＧ２にしました。それらのコストアップ分が７０万円になります。この７０万円とい

うのが高いか低いか、かなりの負担になるということなのですが、こちらを２種類、間欠

暖房、連続冷暖房で比較します。エアコンの使い方を工夫することによって、使っていく

ときのエネルギーのコストが削減できるということがシミュレーションによって分かりま

した。ちょうど７ページに、幾ら上がるのかということが書いてあります。 

 もう一回繰り返しますと、アルミサッシで複層ガラスだったものを、樹脂サッシとＬｏ

ｗ－Ｅペアガラス、かなり高性能なものにして、それが４８万円。それから、壁のグラス

ウールを上げて１５万円という、合計で６３万円なのですが、税込みで７０万円上がると

いう形になります。 

 それを間欠空調、どういうことかといいますと、各部屋にエアコンを１台ずつつけて、

寒いなと思ったらつけ、暑いなと思ったら消すというような間欠でやる場合と、連続運転、

この場合、家に２台のエアコンをつけて、それを連続的に動かす。季節ごとにはあまり変

えないで動かすというような形をやっていきますと、２つ言えることがあります。Ｇ２と

いうレベルにしても、間欠暖房だと、冬の朝とかは寒くなってしまって、ヒートショック

の起こる可能性がある。ところが、連続運転にしますと、１８度未満になることがないの

で、非常に健康的な状態で、ヒートショックがなくなっていくということになります。そ
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うすると、連続運転をすると効率がいいものですから、年間で約６万７,０００円の光熱費

が削減できるということになります。そのため、７０万円アップしたのですが、年間６.

７万円安くできるので、およそ１０年間で償却できるよというところになります。 

 これ、一つのシミュレーションなのですが、幾つかほかの工務店で高断熱住宅をやって

いるところにもヒアリングを行いまして、ＨＥＡＴ２０のＧ２物件での年間のエネルギー

の量を伺ったところ、ほとんどこのシミュレーションと変わらない結果が出ております。 

 何を申し上げたいのかというと、断熱を強化していった結果として、イニシャルコスト、

建てるときのコストは上がるのですが、トータルとしてのエネルギー消費量の削減ができ

るために、トータルでは安くなるよということが言えるというふうに思います。時間はか

かるかもしれないですが、ＨＥＡＴ２０のＧ２レベルというのを次の目標にすべきと思っ

て、提言させていただきました。 

 それが、そういう目標を立てるということで、建築業界は、先ほどの皆様のヒアリング

にもありましたように、２０２０年に現行基準での義務化に対しての準備をされていたこ

とがわかるのですが、同様にある目標を設置することで、全体のレベルも上がっていくと

いうことが分かりますので、次の目標はそこをやっていったらいいのではないかなと思い

ます。 

 それからあと、太陽光パネルのことについてもかなり誤解があるということで、いろい

ろな会社の方からお話をいただきました。基本的にはどのくらいで元が取れるのかという

のを、全国の発電量を参考に、北は北海道から南は沖縄まで、平井知事のいらっしゃる鳥

取も含め、今のＦＩＴの状況を見据えた上で、どのくらいで元が取れるのかというところ

を、キロワットアワー当たり２９万円を前提にして計算をしております。検討会の資料で

すと、１５年ほどで元が取れます。 

 それから、いろいろなソフトがあって、日射量の積算の仕方がメーカーによって違った

りするので、Ｃ社であるとか、全国でやっている「エネがえる」であるとかですと、さら

に短くなって、１４年、１２年、１６年、１４年ということになりました。 

 ですので、やはりこれも乗せるときにはすごくお金がかかる印象があるのですが、キロ

ワット３０万円というところを見据えても、約１０年で元が取れるものだということです。

すみません、ページ数は、２２ページと２３ページを御覧ください。 

 資料として、やはりキロワット当たり３０万円かかるということを前提にお話が進んで

いますが、私どもの周りでは、昨今、この値段が物すごい勢いで下がっています。ある業
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者からは、２０万円を切る金額で見積りをいただいているので、どのぐらいで元が取れる

のかというのも、kWあたり２０万円でしたら、回収にかかる期間もこれの３分の２になり

ますし、義務化とかという形になっていくと、コストも下がり続け、kWあたり15万円、つ

まり現状の約半分ぐらいでも回収できるのではないか。これは予想ですけれども、そうい

ったことも考えながら、やはり自分たちのエネルギーを自分たちでつくるということも見

据えた、大きな流れの中での義務化というのは意味があると思います。 

 もちろん積雪地、低日射地、都市部とかは例外をするとか、相応の経済的支援を行わな

いとできないということは言わずもがなですけれども、特に太陽光発電に関しては、一回

つけて減価償却が終わった後は、それぞれの家で電気代がかからなくなるというようなメ

リットもあると思いますので、積極的に進めていくべきと思います。 

 私からは以上です。 

【田辺座長】  竹内委員、ありがとうございます。特に御質問は、団体はないというこ

とでよろしいでしょうか。御回答いただける団体は、後ほどコメントいただければと思い

ます。 

 それでは手が挙がっております。ちょっと順番があれですけれども、中村委員、お願い

いたします。 

【中村委員】  各団体の皆様より大変貴重な御意見をいただいたと思います。御説明い

ただき、ありがとうございました。 

 全般的に、省エネ基準の義務化に対しては前向きに捉えられておりまして、また、４月

から開始された説明義務についても、現時点では混乱なく運用されているということで、

引き続き実態を把握する必要はあると思いますが、今後の義務化に当たっても、非常によ

いステップになっているのではないかと思います。 

 一方で、住宅購入者は、外観であったり、利便性のある機器であったり、購入時にどこ

に投資するかは様々ですので、環境、省エネといった、そういった面でどの程度投資する

のか。今回のヒアリングで、消費者側の理解や認知度がまだ不十分といった課題もあるよ

うに思われますので、この点は国を挙げて情報提供等は徹底する必要があると感じました。 

 また、省エネ基準の義務化だけでなく、建材や機器のトップランナー制度により、流通

製品の高性能、高効率化を図り、両輪で回していくとともに、既存の機器や設備、部材等

の高性能、高効率のものへの更新、交換、こういったものが確実に進む方策、できれば個々

の製品も高効率にデファクト化することも重要かと思いました。 
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 すみません。今のコメントに対して、質問が２点ございます。少々細かいのですが、ま

ず、１点目ですが、資料３－１の住団連様、また、資料３－２、全建総連様の資料にも関

連しますが、省エネ計算の委託費に関する内容があったかと思います。適正な価格、合理

的な価格というふうに書かれておりまして、省エネ計算に係る費用については課題がある

のかなと感じました。 

 資料３－２、全建総連様の資料では、労務費を適正に請求するための制度構築といった

御要望があったかと思いますが、住団連様の資料２５ページに、省エネ計算に係る体制整

備の支援という形で御要望があったと思います。これは適正な価格といった面での支援な

ども含まれるのか、具体的にもう少し教えていただけますと助かります。 

 あと、２点目ですが、こちらは３－９の審査体制についてです。評価協様より御説明い

ただきまして、審査件数が増大した場合の対応について、現状の体制では義務化への対応

が非常に困難であるように見受けられまして、外皮性能に関しては、仕様規定のようなも

のが必須と御提案をいただいていますが、実際は一次エネの確認についても、同様に何ら

かの対応が必要であるのか。審査面から見て、もしそういったものが必要ということであ

るのならば、何か御提案などがありましたら、御教示いただけますと助かります。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、手が挙がっております清家委員、お願いいたします。 

【清家委員】  清家です。私からは、質問はなくてコメントだけですが、幾つかありま

す。 

 まず、資料３－５の全国住宅産業協会の資料をきちんと見ましょうということをコメン

トとして残しておきたいと思います。皆さん全体に非常に前向きな、あるいは課題を具体

的に出していただいた資料が多くて、私も意を強くした反面、第１回目でも言わせていた

だきましたけれども、本当に義務化するにはいろいろな課題をきちんとクリアしなきゃい

けないのではないかという不安が残っておりました。それについてかなり具体的にまだこ

んな課題があるのではないかということを、全国住宅産業協会の資料で示していただいて

いるなと感じたので、その点については真摯に応えていくべきなのではないかと思ったと

いうのが、コメントの１番です。 

 ２つ目のコメントは、やはり全ての資料でコストアップの話が出てきている点です。コ

ストアップについては、私自身は、いいものを造るのだから高くなってしようがないと、
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高いお金を払ってくださいというのが筋だと思うのですが、それにしても安くする努力を

しつつ高いお金を払ってもらうためには、やはり国民の理解というのが大事であると思い

ます。そのための国民に対する説明が大事かと思います。国の目標だからではなかなか納

得できません。何でうちの住宅はということになってしまいますので、その効果も含めて、

不動協からもコメントがありましたけど、こういう効果があるから、みんなでこれをいい

レベルにしましょうとか、あるいは自分にもメリットがあるからこうしましょうという、

やはり説明をできる材料をそろえて、整えていくべきだなというふうに、皆様の資料を見

て、御意見を聞きながら思ったところが２点目です。 

 ３点目は、２点目と関連するのですが、そのためにはもうちょっと分かりやすい指標に

すべきかと思いました。あるいは、審査のためにももうちょっと単純化しろということが

大事かと思います。省エネの基準を高いレベルに持っていくことと、指標を簡単にするこ

とというのは両立するように思うので、やはりここで大きく一歩踏み出すのであれば、よ

り広く多くの方が理解しやすく、設計もしやすく、審査もしやすい体系になっているのか

という観点で整理し直すというようなことが必要なタイミングかなと思いました。 

 ４点目は既存の話で、いろいろ具体的な課題を皆様ありがとうございます。私も思いつ

かなかったような課題がたくさんあって、やはり既存は多少レベルを落としてでも薄く広

くやることで大きな効果が得られる分野だと思っておりますので、ぜひ皆様の御意見を参

考にしながら、既存の取組をより具体的に深めていくべきと思いました。 

 特に住団連の部分断熱改修については明確にコンセプトとして示されて、これまでは示

されてこなかった部分ですので、そういった新しい視点を入れながら、既存に何とかもう

ちょっと新しい取組を広げていくべきと思っております。 

 最後は太陽光発電ですけど、今回ビルの上に乗っけるのも大変ですというお話がありま

した。そもそも住宅の上に乗っけるのを義務化しようという御提言があったので、それな

らビルでも乗せればということを前回発言させていただきましたが、やはりそれぞれに太

陽光発電を一律に乗せられるものでもないということがいろいろな方からの御意見だった

ようにも思います。そういう意味では、できるだけたくさんの適した場所に乗っけるとい

う観点でもう一度見直して考えて、どこまで誘導策でどこから義務となるのか、そういっ

たことを改めて議論すべきかと思った次第です。 

 以上、コメントだけでしたが、私からは以上です。 

【田辺座長】  ありがとうございました。 
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 それでは、伊香賀委員、お願いいたします。 

【伊香賀委員】  慶應大学の伊香賀です。ありがとうございます。私も質問ではなくて

コメントを何点か述べさせていただきます。 

 まず、本日御報告をいただいた全団体とも、まず、説明義務化への対応についても、ス

ムーズであったと。さらに、適合義務化についても前向きな御意見だったということで、

安心をいたしました。 

 その上で、やはり初期投資を伴うことに関しての建築主の理解を深める部分をさらに推

進しないといけないというのが、共通の課題として上がったかと理解しました。まずは、

住宅に関して、個人の資産として建てる部分に、いかに建築主自身が意識を変えるかとい

うことについて、普及啓発はもっと積極的に行っていかないといけないのではないかなと

思いました。 

 本日午前中に中央環境審議会の地球環境部会がございましたけれども、例えば、既に環

境省をはじめ、かなりの予算をかけて、国民向けの様々な普及啓発をされていらっしゃい

ます。ＳＤＧｓの話もありますが、その中にやはり住宅とか建築物に関わる普及啓発のコ

ンテンツを、もっともっと増やしていただく必要があるのではないかというふうに強く思

った次第です。 

 それと、もう一点は、前回もほかの委員から御意見ありましたけれども、民間に対して

それだけの働きかけをする前に、国あるいは地方自治体自身が整備をする住宅とか建築物

は率先して模範にならないといけない。そのためには財政当局をいかに説得するかという

ところも併せてぜひ取り組んでいただきたい。これは国及び自治体への要望でございます。 

 意見です。以上です。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、有田委員から御意見をお願いします。前回御欠席でしたので、この時間でも

し前回分を含めて、御意見あるいは御質問いただければと思います。 

【有田委員】   すみません。前回、急遽欠席になりまして、皆様の発言はユーチュー

ブで拝見させていただきました。私の意見としては、実はこれまでも環境の問題、ずっと

取り組んできましたので、単に理念だけを進めてもなかなか広がらないというのは実感し

ております。 

 例えば、うちの息子も、省エネ伝道師などと、大学生のときにそういうことも行ってい

たのですが、一定のところで、環境問題というのは山あり谷あり、５年ごとに皆様忘れた
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り、関心を持ったり持たなかったりいろいろするのですが、ちょっと省エネルギーという

ことでお話をさせていただきますと、再生可能エネルギーの議論も重要な課題だと思って

います。対策として期待できるのは、スマートハウスなど藤沢に――家の近くというわけ

ではない、神奈川県に住んでおりますので、藤沢にスマートタウンなどがありますから、

そこなどにもいろいろ見学に行きましたし、それから、今スマートタウン以外にも、電気

を生み出すことをうたった住宅メーカーの家も見学に行きました。 

 このような住宅が増えていくことは望ましいと思っていますけれども、コスト的に全て

の人がスマートタウンに住めるわけでもなく、ハウスメーカーの省エネのそういう発電を

する住宅に住めるというわけでもないと思うのですが、先ほど広く浅くという、委員の方

の発言もありましたけれども、まさに省エネと発電を伴うような住宅を進めていくととも

に、現状の大半を占める既存住宅の省エネ化は、断熱性能を向上させることや省エネ対策

の設備機器を導入することで実現可能ということで、これまでも住宅のエコポイント対象

として断熱ドア、内窓、保温浴槽なども対象としてこられましたので、私の自宅でもペア

ガラス、内窓、自宅の二十数か所の光源はＬＥＤライトに替えるなど、できる省エネ対応

は行ってきていますが、外壁の断熱を行いたいと工務店に相談しまして、数か所見積りも

出しましたが、あまりそれは勧められないと言われまして、外断熱は諦めています。 

 そういうどこの工務店に行けば、消費者が本当に相談してそういうことが進められるの

かということが、あまりよく分からないのですね。ただ、住宅エコポイントを皮切りに、

補助金での誘導策が取られましたから、省エネ改修費用と比較――これはちょっとあれな

のですが、先ほどどなたかがおっしゃったと思いますが、改修費用と比較して補助金が少

なくて、エコポイントの使いづらさもあって、あまり波及効果が、今行われても、若い人

が、子育て世代が新築の際にというようなことで行われていると思いますが、そういうこ

とで、先ほどちょっと申し上げましたが、イギリスやドイツの調査に、省エネ住宅などの

調査に数年前に行きました。そういう中では、やはりドイツやイギリスでも非常に進んで

いて、皆様も御存じだと思いますので詳細には申し上げませんけれども、自分の経験から

もそうですが、イギリスやドイツも同じようなことを聞きましたが、住宅エコポイントの

ように、補助金申請のために意識的にエネルギーに関する情報を収集すると、省エネに関

する意識も高まるということを現地で聞きました。 

 既存住宅の省エネ性能を上げるために、目に見える形で説明するということを、ミュン

ヘンの住宅供給公社で伺いまして、赤外線カメラを使って、どこから熱が逃げているかと
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いうことを理解してもらうことで、それが一目で分かることで、窓を省エネタイプに換え

るというようなことで、エネルギーコストが下がると実感して、またさらにそのような既

存住宅が増えたということも説明を伺いました。 

 日本の既存住宅の非破壊検査とか赤外線でどこからどのように、窓が広くて大きかった

ら、冬であれば非常にそこから逃げているのは、そういうもので測定しなくても分かると

思うのですが、それはそれで見える化につながるかなと思いました。 

 ドイツの制度ですと、新築向けと既存住宅向けの２つのタイプがあって、新築住宅より

も既存住宅に手厚い仕組みとなっていて、融資額も既存住宅が高くて、金利は優遇金利で、

低く抑えられているということも伺いました。これは数年前の話ですから、多少見直され

ているかもしれません。 

 太陽光パネルですが、屋根に乗せる太陽光パネルを念頭に皆様話をされていると思いま

す。私も自宅の屋根で自家発電を行いたくて、何度か見積りをお願いしましたが、屋根が

急勾配であるということと、東西に向いているので発電効率が悪いということで諦めざる

を得なかったのですが、１９９０年代から太陽光パネルを設置した意識の高い方もいまし

たが、当時は価格も高く、また、パネル自体が重く、設置できる住宅は限られていたと思

いますが、２０１１年以降、一気に再エネが脚光を浴びて、一旦ストップしていたかに見

えた太陽光パネルの推進、軽量化、屋根と一体化されたものが出てきました。 

 先ほどの質問の際にも申し上げましたが、ドイツでは窓自体が太陽光パネルになってい

るビルもあります。周辺環境が、私、環境部の部長もしているのですが、年に一度、化学

工業会との懇談、もう十数年にわたって行っておりますが、企業の研究所も見学させてい

ただき、様々な意見交換を行ってきています。 

 ある企業の研究所では、ブラインド型の太陽光パネルの研究なども行われておりました。

そこに見学に行きました主婦連の環境部のメンバーは、これがあれば自宅の窓全てにつけ

たいと言って、北側につけてもあまり意味はないかもしれませんが、そういうふうな、早

く出てきてほしいと。市場に早く出てきてほしいというような意見も、そのようなブライ

ンドであれば、高層ビルでも設置は可能だと思いますが、研究がまだ市場には出てきてい

ないようですので、これからの研究を待ちたいと思っています。 

 ですから、全て太陽光パネルは無理だというのではなくて、いろいろな研究も進めてい

く中で、２０３０年までにはある程度、それから、２０５０年にはカーボンニュートラル、

ゼロというようなことで、やはり国民、私たち消費者も、ＳＤＧｓでいう私ごと、自分が



 -46- 

起点というような形で考えていかないといけないと思いますが、いろいろ環境問題、いろ

いろな啓蒙、教育という言い方はいかがなものかと思いますが、いろいろなことに取り組

んでいって全ての人に幾ら理解してもらおうと思っても、やはり結局はコストだったりす

るので、そのときに行政が、先ほどのドイツのような補助金とかいろいろな制度が必要か

なと思っています。全ての戸建てにパネルを乗せることは、権利の問題など、様々な難し

さがあると思います。私ごとですが、自宅の敷地内に、一部電柱を立てて、そこを貸して

いるのですが、その土地の使用料が、微々たるものですが入金されます。大きな発電所を

建設する場合は、大きなお金が動くと思います。それぞれの屋根に乗せることは難しいか

もしれませんが、そういうことを目標に、屋根の使用料の課題など、納得するような動き

をつくること、また、それから、何人の方もおっしゃったように、消費者との対話なども

含めて、パブリックコメントを求めて進めていかないと、これもなかなか難しいかなと思

っています。 

 しかし、野心的な方針ですから、コスト的にも理念としても納得のいくような形で進め

ていただきたいなと思って、いろいろ聞いておりました。事業者、建設業界の方も本当に

いろいろ前向きに考えていらっしゃるのだということが理解できました。ありがとうござ

いました。 

 以上です。 

【田辺座長】  有田委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、宮島委員、お願いいたします。 

【宮島委員】  まずは、非常にどの団体の方も前向きに捉えられていらっしゃるという

ことで、とても心強く思いました。 

 今までの方々と同じように、まずは支援が要ること、インセンティブが要ること、それ

から、税制などの措置も必要なこと、分かりやすく制度を組むこと、本当にみんなが必要

だと思うことだと思います。 

 ただ、もちろんお金に関しては日本の国は非常に厳しい状態もありますので、どれをど

うするとどのぐらいプラマイがあり、未来の国民も含めていいことかということはきちん

と示していく必要があるのかと思います。 

 さらに、今までの委員の方がおっしゃったように、既存住宅の対処が必要であることや、

自治体ですとか、行政の建物など、公共のものがリードしていくということを前回も申し

上げましたが、とても必要だと思っています。 
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 １つ、質問と感想なのですけど、皆様、普通の人への周知がすごく大事だというふうに

おっしゃって、私もふだんの仕事から、一般の人に、単に１回聞いたということではなく

て、本当に腑に落ちて分かったとか、その情報を活用できるということまで伝えるという

ことがどんなに難しいことかということを日々思っております。 

 それで、今回に関しましては、まず、説明義務のところで、工務店とか建築設計の方々、

業者の方々が、家を買う方にきちんと説明をできるかどうかというのは非常に重要な肝だ

と思っています。そこのところで非常に関心を持っていて、今後も非常に教育が必要だっ

て言っていらっしゃるところも多かったのですけれども、一方で、課題がないというお話

もありました。例えば、最初にお話しされた住宅生産団体の方は、義務化に向けてそんな

に大きな課題がないという感じの印象を受けたのですが、説明するというところ、理解し

たというところまでは恐らく課題がないと思うのですけど、実際に説明するとなると、き

っと住宅を買う人は、これをこうやったらどうなるのとか、こことここの関係はどうなの

とか、これはやめることができないのとか、いっぱい質問が多分出てくると思います。 

 それで、そういった質問に関して一個一個きちんと対応して、きちんとした解を出すと

か、そういうところまで行かないと、実際に進めたときに、おうちを造った人が全然分か

らなかったとか、聞いても分からなかったみたいな不満がそこら中に出てきたりして、大

きなトラブルになる可能性もあるかなと思っています。 

 御質問としては、住宅生産団体の方が、割合順調に進んでいるという、説明義務に対し

ては対処ができているというふうにおっしゃったのは、何か工夫みたいなのがあるかどう

かというところを伺いたいです。特に私自身は、講習会で聞くとか、そういうのだけでは

本当に腑に落ちて対応できる状態にするのは難しいなと。これはマイナンバーカードもそ

うですし、持続型給付金とかコロナの関係の手続でも、みんなすごく説明しているはずで

もとても世の中にミスが多くて、給付が滞る等、いろいろなことが起こっていると思いま

すので、工夫の方法などがあったら教えていただきたいと思います。お願いします。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、村上委員、お願いいたします。 

【村上委員】  村上です。多くの団体からたくさんの御説明をいただきまして、どうも

ありがとうございます。 

 私からは２つほど質問をしたいと思います。まず１つは、太陽光発電を各おうちに乗せ

るという話について、ＦＩＴ価格が低下したことで投資回収ができない、なかなかそれを
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お客様に勧めるのも難しいということが幾つかの団体から示されていたと思うのですけれ

ども、先ほど竹内委員もおっしゃったように、ＦＩＴ価格が低下しているのは、太陽光の

設置価格が低減されていて、それが反映されているというふうに認識をしているのですが、

にもかかわらず現場の方からこのような意見が、本日の説明だけではなくて外からも聞い

たことがあるのですが、どうして出てくるのかなというのが不思議な気持ちをしています。

単に情報が古いだけなのか、ＦＩＴが下がったということが印象的に、イメージだけで、

それは投資回収できなくなるという思い込みなのか、そこら辺の理由がもし分かれば、お

教えいただければなと思います。 

 それから、２点目は、先ほど有田委員が、省エネ改修をしようとしたときに、やはり工

務店に、それは難しいとか、効果が低いのではないかとかという御説明を受けて諦めたと

いうことで、その工務店が正しい情報に基づいてアドバイスをくださったのか、それとも

ほかのところに聞けばもしかしたらもっと違う情報が得られたのか、そこら辺が私もちょ

っと気になりました。 

 例えば、とりわけこういうきちんと研修を受け、技術なども持っている工務店はどこな

のかというような優良工務店の表示みたいなものがあると、消費者としても相談しやすい

のかなと思ったのですが、そのような取組があるのかどうか、お伺いできればと思います。 

 以上です。 

【田辺座長】  ありがとうございました。 

 それでは、小山委員、お願いいたします。 

【小山委員】  小山でございます。どうも本日はいろいろと勉強になりました。ありが

とうございました。 

 また、前回、第１回目のときには、冒頭に発言の機会を頂戴しまして、どうもありがと

うございました。ちょっと授業の関係で、すぐに出なければいけなかったということです。 

 前回、私、幾つか発言させていただいたのですけれども、ちょっと誤解を招きやすいよ

うな、そんな発言もしてしまったかと反省しておりまして、それは何かといいますと、例

えば、新築住宅とかについて、結局、しわ寄せが行くのは中小の事業者ではないかと申し

上げたのですが、どういう趣旨かといいますと、適合への建築主が、それは確かですけれ

ども、実際の負担がどこに行くのかという、そういった関心で発言いたしました。 

 自然権でも、いわゆる転嫁なんてありますけれども、ある規制が直接に義務づけられた

ものではなくて、他のものにより強い制約が及ぶ場合というのがあると、憲法でもそうい
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った議論がありますし、あと、最高裁の判例なんかでも、一部そういったものがあります。 

 結局、どこかといいますと、大工とか工務店とかそういったもの、特に中小とか零細の

人たちに議論が追いついていくのか、そういったことにちょっと心配を持ったということ

です。 

 優良工務店の表示みたいなものも多分あり得るとは思いますが、そうしますと、逆にそ

ういった表示のない既存の中小の事業主、そういった人たちがどういうふうになっていく

のかという環境といいますと、財産権が一つ、対立軸になりますけれども、それとは別に、

こういった人たちの職業、あるいは営業というのがどうなっていくのかなという、そうい

った関心を持ったということです。 

 そういう意味で、本日は初めに住宅生産団体連合会ですとか、建設労働組合総連合とか

から、ロードマップですとか、一般工務店向けの実践的な講習会ですとか、あと、技術講

習会、そういったものをなさっているというふうに聞きまして、それで私の疑問も半分、

あるいは少し解消されたところなのですが、同時に経験不足の業者もいて、結局、二極化

の傾向もあるというお話を聞きまして、その辺、今後どうやってカバーしていくのか。そ

れを質問としてさせていただきたいと思います。 

 あと、こういった業界の団体は、非加入の業者もたくさんいると思うのですが、そうい

った人たちに対する対応ですとか、そういった人たちに対する技能の支援というのはどう

やって考えているのかというのも質問させていただきたいと思います。 

 ここから先はちょっと私の感想なのですが、いろいろ本日勉強をさせていただきまして、

窓の断熱、ガラスの断熱効果なんかも、お話を聞きながら早速自分のうちの窓を、どうい

うシールが貼ってあるか見たりなんかいたしまして、私個人としても大変勉強になりまし

た。 

 私、専門が法律ですので、こういったお話、大変新鮮で興味深いものでした。非常に聞

いていて、やはり一つ画一的な制度をつくるのではなくて、地域的な特性、制度を踏まえ

る必要があると感じました。この地域的な特性を踏まえない制度にしますと、ある地域で

すとか、あるいはある条件の人にとっては大変苛酷なことになってくる。そうしますと、

多分、憲法上も問題になってくるという、そういった印象です。 

 また、もう一つ、制度の簡素化が大事だということをいろいろな団体がおっしゃってい

ましたけれども、私もそれを強く感じました。例えば、住宅性能評価・表示協会から、窓

の熱貫流率は何々以上とすることとか、そういった基準の簡易化が必要だとおっしゃって
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いますけれども、分かりやすい基準、あるいは簡素な制度にすることが、普及の鍵の一つ

かなと思いました。 

 あともう一つなのですが、またいろいろな団体、あるいは委員の御発言の中で、既存の

住宅の所有者ですとか、新築の住宅の場合ですと施主だと思いますけれども、どうやって

その人たちにこういった問題を意識していただくのか。それが浸透するのが大事だという

ことでしたけれども、ただ、自動車の場合ですと、車の自動ブレーキのせいで、結構価格

が上がっても、みんながつけたいと思えば、車載カメラなど、後づけでもみんなどんどん

つけたがるということです。多分、私もつけていますけど、自分の利益になると思ってつ

けているのでしょうけれども、実際には、自分の利益になることというのはめったにない

わけですね。逆に言うと、自分の利益になったりするのは不幸な状態なわけでして、実際

には予防的な感じでつけているだけだと思います。 

 それに比べると、太陽光発電などは、直接的にある程度利益は還元されるわけですので、

ですから、今言った車なんかのやつよりは、本当に直接的なバックがある感じがするので

すが、ただ、やはり家の場合はどうして難しいのかなということを感じますと、一つはイ

ンセンティブが不十分なのかもしれませんが、それだけではなくて、環境というものに対

する意識の涵養といいますか、それが不十分なところがあるのかなと。それは各団体とか、

あるいはマスコミ含めて啓蒙するところだと思うのですが、短期で達成できるものではな

いことも確かでして、そこの部分について、やはり戦略的な広報的な活動を国のレベルで

やっていく必要があるのかなというふうに感じました。 

 すみません。以上でございます。 

【田辺座長】  どうもありがとうございます。 

 平原委員からは御意見いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

【平原委員代理（鈴木）】  横浜市でございます。前回に続き、代理で建築局長、鈴木で

ございます。 

 簡潔に感想だけ申し上げます。自治体の立場でございますので、再三出ておりました、

消費者の理解を推進するということを重く受け止めておりますので、実感できる広報を、

基礎自治体として様々な広報ツールを持っていますので、そこをやっていかなければいけ

ないなということを痛感しました。 

 それから、我々、審査する立場でもありますので、その意味で、これも同じく賛同する

意味で、基準の簡素化というのは必須かなと。できるだけ短い時間で審査ができるように
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していきたいと思っておりますので、そこは共に取り組みたいと思っております。 

 それから、公共建築物に対する期待について、各団体、他の委員からもたくさんいただ

きました。それにつきましてもしっかりと受け止めて、特に市民の皆様の目につく象徴的

な建物は、率先して環境性能を上げる、太陽光パネルをつける、そういった取組はしっか

りやっていかなければいけないと思っておりますし、財政部局との連携もやっていきたい

と思います。 

 以上です。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 残された時間は短いのですが、各団体から、質問があったものに関しては順番にお答え

いただきたいと思っていまして、少し簡潔にお願いします。 

 まず、住団連から、平井知事からＰＶの件、それから、清家委員から部分改修の件、省

エネ計算の件が中村委員から、そして、ＦＩＴのＰＶについて村上委員から、それから、

創意工夫について宮島委員から御質問がありましたけれども、お答え可能なものをいただ

けますでしょうか。 

【住宅生産団体連合会】  住団連、三浦でございます。本日は本当にいろいろな御意見、

ありがとうございました。順番が、たくさんありましたので、前後するかもしれませんけ

ど、よろしくお願いします。 

 たくさんあった中で１つ思うのが、この４月からの省エネ性能の説明義務化、その辺が

あったと思うのですが、これは本当に省エネ義務化のステップとして大変有効であったと

思っております。 

 その中で、ただ、資料にアンケートをたくさんつけていますけど、本当、御意見があっ

たところで、問題なかったというのが独り歩きしていますけど、当然今スタートしたばか

りですので、いろいろこれから出てくるとは思います。その辺、かつ、外注委託とか含め

て、いろいろな問題、解決すべきことも出てくるとは思いますけど、これは住団連の中で

情報を得て、改善、改良すべきところは変えていきたいと思いますし、その中で出ました、

コロナの状況の中で、本日もウェブ会議ですけど、動画を含めてウェブ、いろいろ資料の

提供を常にやっていこうとしております。それで改善、改良していきたいと考えておりま

す。 

 まだまだこれは始まったばかりで、ただ、本当にこれがあったので、省エネの義務化に

向けても、いろいろな問題含めて解決策が出てくると思いますので、これは全体適正を考



 -52- 

えてやっていきたいと考えております。 

 それと、太陽光についてですけど、中でもありましたけど、実際これは私どものつくる

住宅の上で、いわゆる設備の考えだけでなくて、当然、地域によっては、積雪地とか海岸

地とか、かつ、都市部でも状況を見て、その環境で制約があります。その中できちんとお

客様に御説明しながらやっていくと。当然、納得されてつけられる方もおられますし、そ

の辺の説明が少ないところもあるケースもあるかもしれないです。それは随時やって、推

進していきたいと考えております。 

 全体で言いますと、本当に２０５０年、カーボンニュートラル、その前の２０３０年、

バックキャスティングの考え方に基づくロードマップ、これが大切と思っていますので、

住団連全体でやっていきたいと考えております。 

 御質問に答えられているどうか分かりませんけれども、住団連の考え方は以上でござい

ます。ありがとうございました。 

【田辺座長】  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、全国建設労働組合総連合に、省エネ計算のコストについて御質

問があったと思いますけど、いかがでしょうか。 

【全国建設労働組合総連合】  全建総連のオグラと申します。先ほど有田委員から御質

問いただきました、省エネ計算等々の費用の請求、あるいは価格転嫁、もう少し具体的な

話でということで御意見をいただいたと思っております。 

 設計費用につきましては、なかなか建築主の方から、積算の内容について理解がしにく

い、されにくいという部分が一部あろうと思っております。例えば、住宅建材であります

と、グレード等に応じて金額が幾らというのは非常に分かりやすいところがありますけれ

ども、そういったものがなかなか理解されにくい。こういったことを、省エネ計算をする

ことによって、一定の費用がかかるということをやはりしっかり理解をしていただく。そ

れによって必要な経費が請求できるのではないかと思っております。 

 また、一方で、実態として工務店の外注的な扱いを受けているという、そういったこと

もあろうかと思いますが、そうしますと、やはり力関係の中で適正な請求がしにくい、こ

ういった実態もあるのだと思っております。 

 あるいは、多くの委員から御意見として出されておりましたけれども、設計業務につい

て過度な事務負担が生じないような、そういった工夫ができれば、最終的には建築主の費

用も抑えられるということもあろうかと思いますし、設計士の負担も生じない中で適正な
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金額で対応できるような形になっていくのではないかと認識をしているところでございま

す。 

 以上です。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、不動産協会、特に質問なかったというふうに認識しておりますけど、短くコ

メント等あればお願いいたします。 

【不動産協会】  特に質問はなかったという認識をしておりますが、本日いただいた意

見等々を基に、今後も引き続きいろいろ取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

【田辺座長】  ありがとうございます。 

 それでは、全国住宅産業協会、中小規模の事業者に関する件について御質問があったと

思っておりますけれども、いかがでしょうか。 

【全国住宅産業協会】  ほかの皆様の団体のように、当協会の場合は、詳しいグラフと

か資料とか統計とかを出さなかったのですが、私、直接やはり事業をやっている方から相

対で話を聞いて、生の声を聞かせていただいて、それを今回プレゼンさせていただきまし

た。本日いろいろお話を聞かせていただいて、省エネ性能を高めるというのはやっていか

なきゃいけないというのはもちろん納得しておりますので、基準等決まったら、それの達

成に向けて、協会内、いろいろ啓蒙していきたいなと思っております。これからもどうぞ

よろしくお願いいたします。 

【田辺座長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、ＪＢＮ・全国工務店協会様、知事から、施主の理解という件と、あと、太陽

光について、それから改修についての質問があったというふうに認識しております。いか

がでしょうか。 

【ＪＢＮ・全国工務店協会】  ＪＢＮの池田と申します。私からは、知事から御質問の

ありました普及についてですが、我々はどちらかというと、適合といいますか、ＺＥＨが

１０％という状況ですけれども、国土交通省の事業でグリーン化事業を含めながらＺＥＨ

を今伸ばしてきているような状況です。 

 今後も官民が連携しながらＺＥＨの普及に取り組んでいくというところですけれども、

やはり何度かいろいろ御質問ありましたけれども、一番ここで重要なのは、説明の在り方

だと思います。ですので、ＺＥＨの在り方ですとか、そのメリット・デメリット、こうい
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ったことを含めながら、今後重要なのはコンサルティング能力だと思っていますので、こ

の辺りを引き続き団体としても対応していきたいと思っております。 

 それから、ＺＥＨに対応する、こういったことに対応する技術力に対しては、今現状で

はあまり問題はないと考えております。むしろ制度が進んだところで、どのような手間が

かかってくるのかというのは未知数なものですから、ここへの見えない懸念があるという

ところです。 

 改修はあれでしたっけ。 

【田辺座長】  改修は、多分、一般的な団体を指定していない御質問だったと思います

けれども。改修するときに、どういう工務店があるというのを紹介していただいたりする

といいというような御質問だと思います。 

【ＪＢＮ・全国工務店協会】  ＪＢＮの理事を務めていますクボタと申しますけれども、

改修に対して工務店を探したいということであったと思いますけれども、ＪＢＮでは、既

存改修委員会、または環境委員会という、それに特化した勉強会を開いている委員会に所

属している工務店も多々いらっしゃいます。ＪＢＮに御連絡いただきますと、地域によっ

て推薦できる工務店を御紹介することもできるかと思いますので、多分、改修となると、

特殊な技術力というのが必要になってきますので、安心してできるところと、また、１社

で不安でしたらば、もう１社御相談するということが大事ではないかと思っていますので、

よければ御相談していただければと思います。 

 以上ですけど。 

【田辺座長】  どうもありがとうございます。 

 ちょっと大分時間が迫ってきて申し訳ございません。日本建築士事務所協会連合会様に、

施主の理解というような御質問があったというふうに理解しておりますけれども、いかが

でしょう。一言お願いします。 

【日本建築士事務所協会連合会】  基本的には、新築の場合は、基準さえあれば割と説

明をしやすいので、それほど問題はないというふうに思っています。 

 ただ、実際には、比較代替案といいますか、こうやったらこうなる、あるいはもうちょ

っと高い水準でこうなる、あるいは５年後に水準が、技術基準が上がるとこうだとか、そ

ういった説明までいきますと、相当に設計者の意識、知識が求められますので、最低基準

の説明のところは今研修を進めておりますが、今後に当たっては、少し先行き、あるいは

高いレベルの説明が必要になってくるのかなと。建築主に対しては、今のところそんなに
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問題があるとは聞いておりません。 

 一方で、改修の問題は、やはり未経験の部分もたくさんありますし、どこまで改修する

のか、あるいはどの時点で改修するのか、その辺を含めてタイミングも、あるいはどのエ

リアを、あるいはどんなコストをかけてというので、これは本当に難しい問題で、今後の

研究課題と思っております。 

 以上です。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。 

 建産協に関して、ドイツなどに優れた建材があるというようなお話もありましたけど、

何かコメントはございますかでしょうか。 

【日本建材・住宅設備産業協会、板硝子協会、日本サッシ協会、断熱建材協議会】  建

材業界としても、現行の基準を超えるような高断熱住宅に対応できるような高性能な建材、

既に生産販売しておりますし、また、今後、こういう検討を踏まえて、２０３０年度から

２０５０年に向けた、需要側の規制の導入についての時期とか基準とか、さらに高みを目

指していくような、そういうロードマップが示されましたら、建材業界としても、製品の

高性能化を通して、そういった課題に対応していきたいと考えております。 

【田辺座長】  どうもありがとうございます。 

 それでは、住宅性能評価・表示協会に対して、中村委員からの単純化について、外皮だ

けではなくて一次エネについても考えているのかという御質問があったと思います。お願

いします。 

【住宅性能評価・表示協会】  中村先生、質問ありがとうございました。私が説明して

いたのは、あくまでも義務化であって、より高いＺＥＨとかを目指すものは簡単なほうが

いいですが、若干の計算はやむを得ないと思います。 

 一方、既に住宅の計算をやられたことがある方は分かると思いますけども、省エネ基準

適合レベルになると、結局、住宅の場合って、暖房機器と給湯機器、何を使うかで全部決

まってしまいますので、そういう意味では、その２つの設備について仕様規定、こういう

性能のものを使ってくださいというのを決めれば、十分それも簡略化は可能かなと考えて

おります。 

 以上です。 

【田辺座長】  どうもありがとうございました。ちょっとお答えする時間が少なくなっ

て申し訳ございませんでした。 
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 それでは、そろそろ本日の議事終了時間になりますので、以上をもちまして、本日の議

事を終了させていただきます。 

 それでは、事務局にお戻しをいたします。 

 有田委員から最後に一言、御希望があると伺っております。お願いいたします。 

【有田委員】  すみません、時間がない中。先ほど外断熱のことを申し上げたのですが、

信頼できるところがありまして、必ず見積りは３社ぐらいから取っています。ですが、や

はり技術的に当時聞いたときとまた今では違うかもしれませんので、本日改めて質問を、

私に代わって、していただいた後にお答えいただきまして、ありがとうございました。 

 ただ、外断熱の在り方については、いろいろ問題、技術的なこともあるというようなこ

とも伺いましたので、それをちょっと簡単にはしょって申し上げたので、誤解が生じたか

なと思いましたので、そこを訂正させていただきます。 

 すみません、時間がない中。失礼いたします。 

【田辺座長】  有田委員、本当にありがとうございました。 

 それでは、事務局にお戻ししたいと思います。 

【住宅生産課長】  ありがとうございました。 

 次回の検討会の開催について御案内いたします。次回は５月１９日水曜日１０時からウ

ェブ中心で開催いたします。委員の皆様におかれましては、現地またはウェブでの御出席

をよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、第２回脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検

討会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


